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─────────────────────────────────────────── 

令和８年 第１回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第２日） 

                             令和８年３月４日（水曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                         令和８年３月４日 午前９時30分開議 

 日程第１ 議案第１号 令和８年度周防大島町一般会計予算 

 日程第２ 議案第２号 令和８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第３ 議案第３号 令和８年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算 

 日程第４ 議案第４号 令和８年度周防大島町介護保険事業特別会計予算 

 日程第５ 議案第５号 令和８年度周防大島町渡船事業特別会計予算 

 日程第６ 議案第６号 令和８年度周防大島町下水道事業特別会計予算 

 日程第７ 議案第７号 令和８年度周防大島町病院事業特別会計予算 

 日程第８ 議案第８号 令和７年度周防大島町一般会計補正予算（第７号）（討論・採決） 

 日程第９ 議案第９号 令和７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

（討論・採決） 

 日程第10 議案第10号 令和７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

            （討論・採決） 

 日程第11 議案第11号 令和７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）（討

論・採決） 

 日程第12 議案第12号 令和７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）（討論・

採決） 

 日程第13 議案第13号 令和７年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第３号）（討論・

採決） 

 日程第14 議案第14号 周防大島町高等学校等通学支援費給付基金条例の制定について（委員

長報告・質疑・討論・採決） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第１号 令和８年度周防大島町一般会計予算 

 日程第２ 議案第２号 令和８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第３ 議案第３号 令和８年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算 

 日程第４ 議案第４号 令和８年度周防大島町介護保険事業特別会計予算 
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 日程第５ 議案第５号 令和８年度周防大島町渡船事業特別会計予算 

 日程第６ 議案第６号 令和８年度周防大島町下水道事業特別会計予算 

 日程第７ 議案第７号 令和８年度周防大島町病院事業特別会計予算 

 日程第８ 議案第８号 令和７年度周防大島町一般会計補正予算（第７号）（討論・採決） 

 日程第９ 議案第９号 令和７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

（討論・採決） 

 日程第10 議案第10号 令和７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

            （討論・採決） 

 日程第11 議案第11号 令和７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）（討

論・採決） 

 日程第12 議案第12号 令和７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）（討論・

採決） 

 日程第13 議案第13号 令和７年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第３号）（討論・

採決） 

 日程第14 議案第14号 周防大島町高等学校等通学支援費給付基金条例の制定について（委員

長報告・質疑・討論・採決） 

────────────────────────────── 

出席議員（14名） 

１番 占部 智子君       ２番 淺原 賢潤君 

３番 山根 耕治君       ４番 栄本 忠嗣君 

５番 岡﨑 裕一君       ６番 山中 正樹君 

７番 白鳥 法子君       ８番 田中 豊文君 

９番 新田 健介君       10番 吉村  忍君 

11番 久保 雅己君       12番 小田 貞利君 

13番 尾元  武君       14番 荒川 政義君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 岡原 伸二君     議事課長 林  祐子君 
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書  記 末武 良浩君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 藤本 淨孝君   副町長 ………………… 山中 茂雄君 

教育長 ………………… 星野 朋啓君   病院事業管理者 ……… 石原 得博君 

総務部長 ……………… 木谷  学君   産業建設環境部長 …… 松村  浩君 

健康福祉部長 ………… 中村 晴彦君   下水道部長 …………… 藤本 倫夫君 

統括総合支所長 ……… 辻田 建一君   会計管理者 …………… 宮崎由紀子君 

教育次長 ……………… 中原 藤雄君   病院事業局総務部長 … 木村 稔典君 

総務課長 ……………… 梅木 義弘君   財務課長 ……………… 今尾 勝則君 

空家定住対策課長 …… 神戸 和雅君   福祉課長 ……………… 濱中 靖夫君 

施設整備課長 ………… 江口 光幸君 

────────────────────────────── 

午前９時30分開議 

○議長（荒川 政義君）  改めまして、おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１、議案第１号令和８年度周防大島町一般会計予算を議題としま

す。 

 補足説明を求めます。木谷総務部長。 

○総務部長（木谷  学君）  議案第１号令和８年度周防大島町一般会計予算について、補足説明

をいたします。 

 それでは、一般会計の予算書２ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７１億５,０００万円と定

めております。 

 前年度に比べ１１.２％の増、１７億２,５００万円の増額となっております。 

 第２条、債務負担行為は、６ページの第２表のとおり、防災行政無線（同報系）再整備工事に

かかる令和９年度の限度額３億１,０８８万２,０００円及び農業振興地域整備計画策定業務にか

かる令和９年度の限度５１８万４,０００円を定めるものでございます。 

 第３条、地方債は、６ページの第３表のとおり、それぞれの事業実施にあたり、起こすことの
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できる起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものであり、その限度額

を合計２９億８,５７０万円と定めるものでございます。 

 第４条は、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額を

３０億円と定めるものであります。 

 第５条は、歳出予算の流用について、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、同一款内における給料等の項間の流用と定めるものでございます。 

 それでは、事項別明細書により、歳入歳出予算の主なものにつきまして御説明をさせていただ

きます。 

 まず、歳入でございます。 

 事項別明細書の１０ページをお願いいたします。 

 １款町税１項町民税は、前年度から５１７万円減額の４億９,８８３万２,０００円を計上して

おります。 

 ２項固定資産税は、前年度から１８万５,０００円減額の６億４,５０５万８,０００円の計上

でございます。 

 ３項軽自動車税は、１９８万８,０００円の減額、また、１１ページの４項たばこ税につきま

しては１００万円の増額、５項入湯税につきましては、２３５万円の増額を見込んで計上してお

ります。 

 ２款地方譲与税から１３ページの９款地方特例交付金までは、いずれも令和７年度の決算見込

みと国の地方財政計画等を基に試算し計上しております。 

 なお、８款環境性能割交付金につきましては、制度廃止が発表されておりますが、令和７年度

精算分の収入の可能性があることから、受入科目として１,０００円の計上でございます。 

 また、９款地方特例交付金は２,０２０万円の増額となっておりまして、環境性能割交付金廃

止の代替が未確定なことに伴い、令和８年度については、地方特例交付金で補填するとの国の方

針を受けての計上でございます。 

 １０款地方交付税は、前年度より１億８,０００万円減額の７２億５,０００万円を計上してお

ります。 

 国の地方財政計画、令和７年国勢調査による人口減少、激変緩和措置見込み等より試算をし、

普通交付税は２億円減額の６５億円、特別交付税は特別交付税対象事業の増などを勘案し、

２,０００万円増額の７億５,０００万円を見込んでおります。 

 １４ページ、１１款交通安全対策特別交付金は、３５万円の減額を見込んで計上しております。 

 １２款分担金及び負担金１項分担金は、県営事業の耕作放棄地解消発生防止基盤整備事業、戸

田地区の分担金、同じく県営事業の水利施設等保全高度化事業、日良居地区の分担金の合計とし
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まして、２３１万７,０００円の計上でございます。 

 ２項負担金は、老人保護措置費負担金など、合計４,１６６万６,０００円を計上しております。 

 １３款使用料及び手数料１項使用料につきましては、１５ページの斎場、市民農園、１６ペー

ジの星野哲郎記念館、陸奥記念館、公営住宅等々、町内各施設の使用料として、１７ページの合

計３３５万１,０００円の増額、１億５,４８６万３,０００円の計上でございます。 

 １８ページの２項手数料につきましては、戸籍、住民票等の交付手数料、ごみ処理手数料など、

１９ページの合計１７８万２,０００円の減額、２,３０９万２,０００円の計上でございます。 

 １４款国庫支出金１項国庫負担金は、国保基盤安定負担金、障害者自立支援給付費負担金、私

立保育所運営費負担金、児童手当負担金や生活保護費負担金など、２０ページの合計８億

５,５０９万８,０００円の計上でございます。 

 ２項国庫補助金１目総務費国庫補助金では、米空母艦載機部隊配備特別交付金１億６８万円を

計上し、高潮内水浸水対策事業やＩＣＴ教育、小中学校及び社会教育施設等の備品購入の財源と

して各事業へ充当しております。 

 地域少子化対策重点推進交付金は、新たに実施いたします結婚新生活支援事業にかかる補助金

１５０万円の計上でございます。 

 地域未来交付金（デジタル実装型）は、医療・行政ＭａａＳ推進事業の新たな財源といたしま

して、１,０９６万５,０００円の計上でございます。 

 ２目民生費国庫補助金は、地域生活支援事業補助金や保育園の防犯カメラ設置にかかる就学前

教育・保育施設整備交付金、子ども・子育て支援交付金などの計上でございます。 

 ２１ページの３目衛生費国庫補助金は、主にじん芥処理施設基幹的設備改良事業に対する循環

型社会形成推進交付金２億９,０５５万５,０００円や、妊婦支援給付事業に対する補助金などの

計上となっております。 

 ４目農林水産業費国庫補助金は、海岸保全施設整備事業補助金（農山漁村地域整備交付金）

７,５００万円の計上でございます。 

 ５目土木費国庫補助金は、道路改良事業や道路メンテナンス事業に対する活力創出基盤整備交

付金（社会資本整備総合交付金）８,０９０万２,０００円の計上でございます。 

 ６目消防費国庫補助金は、消防可搬ポンプ更新に対する消防団設備整備補助金４１２万円など

を計上しております。 

 ７目教育費国庫補助金は、スクールバスの更新にかかる補助金として、へき地児童生徒援助費

等補助金１,５６０万円、中学校のタブレット端末の更新にかかる補助金として、ＧＩＧＡス

クール構想補助金７４８万円、中学校部活動の地域展開にかかる部活動地域展開等推進事業補助

金などの計上でございます。 
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 ２２ページの３項国庫委託金は、基礎年金等事務委託金などを計上しております。 

 １５款県支出金１項県負担金は、国保基盤安定負担金、障害者自立支援給付費負担金、後期高

齢者基盤安定負担金、私立保育所運営費負担金、２３ページの児童手当負担金及び生活保護費負

担金等、合計４億２,７７０万円の計上でございます。 

 ２項県補助金は、１目総務費県補助金に東京圏等移住支援事業支援金などを、２目民生費県補

助金には、福祉医療費補助金、国保負担軽減対策費助成事業補助金などを、２４ページの３目衛

生費県補助金には、広域水道出資債元利補給金や水価安定補助金などを計上しております。 

 ４目農林水産業費県補助金は、中山間地域等直接支払交付金事業補助金、２５ページのため池

関連事業に対する農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金、海岸保全施設整備事業補助金や水

産物供給基盤機能保全事業補助金のほか、港整備交付金事業補助金などの計上でございます。 

 ５目商工費県補助金には、生活バス路線対策事業補助金などを、６目消防費県補助金には、山

口県民間建築物耐震改修等推進事業費補助金を計上しております。 

 ２６ページの７目教育費県補助金は、中学校部活動の地域展開の推進に対する部活動改革推進

事業補助金及び部活動地域展開等推進事業補助金のほか、学校給食費の負担軽減を図る交付金

２,０７０万６,０００円などの計上でございます。 

 ３項県委託金の１目総務費県委託金につきましては、住宅環境改善支援事業事務委託金、県税

徴収事務委託金、経済センサス等の委託金の計上でございます。 

 ２７ページの２目民生費県委託金は、行旅病死人取扱事務委託金などを、３目衛生費県委託金

は、地球温暖化防止活動推進員委嘱事務交付金などを、４目農林水産業費県委託金は、日良居地

区基盤整備事業にかかる水利施設等保全高度化事業換地処分事務委託金や有害鳥獣捕獲許可委託

金などを計上しております。 

 ５目商工費県委託金は、２８ページの片添ヶ浜海浜公園指定管理料などを、６目土木費県委託

金は、水門、樋門等の管理に関する委託金などを、７目消防費県委託金は、防災センター指定管

理料などを、また、８目教育費県委託金には、給与諸手当認定事務委託金などの計上でございます。 

 １６款財産収入１項財産運用収入には、土地及び建物の貸付収入や各基金の利子収入等を計上

しております。 

 ２９ページ２項財産売払収入は、一般県道大島環状線道路改良工事などにかかる土地売却収入

４５７万７,０００円の計上でございます。 

 ３０ページ、１７款寄附金は、主にふるさと寄附金の計上でございます。 

 １８款繰入金は、各基金からの繰入でございまして、１目財政調整基金は１９億６９７万

５,０００円を取り崩すこととしております。 

 ２目福祉振興基金繰入金から３２ページ、１３目医療確保対策事業基金繰入金まで、それぞれ
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の基金条例の目的に応じて取り崩すこととしており、令和８年度が初年度となる１４目高等学校

等通学支援費給付基金繰入金６００万円を合わせまして、合計２０億９,６３９万６,０００円の

計上となっております。 

 なお、森林環境整備基金につきましては、当初予算での繰入はございません。 

 １９款繰越金は、前年度と同額の１,０００万円を計上、２０款諸収入の１項は、延滞金、加

算金及び過料でございます。 

 ３３ページの２項は町預金利子の計上、３項貸付金元利収入は、中小企業勤労者小口資金貸付

金元利収入や地域総合整備資金貸付金元金収入などの計上でございます。 

 ３４ページの４項雑入１目は、学校給食収入の計上でございます。 

 ４目雑入は、合計３億３１５万５,０００円減額の２億５,２０１万７,０００円となっており

ます。 

 減額の主な要因は、２節総務費雑入、３５ページのデジタル基盤改革支援補助金が、令和７年

度は大規模な対象事業費に伴って、３億２,４２７万１,０００円であったことでございます。 

 ３８ページをお願いいたします。 

 ２１款１項町債１目総務債から３９ページの６目過疎対策事業債につきましては、各事業の財

源としての計上でございます。 

 以上が歳入についてでございます。 

 続きまして、歳出における新規事業や増額となる主なものについて、御説明をいたします。 

 それでは、４１ページをお願いいたします。 

 １款１項１目議会費は、議員人件費、議会運営経費及び議会活動経費等を計上しております。 

 ４３ページをお願いいたします。 

 ２款総務費でございます。 

 １項総務管理費１目一般管理費の職員人件費（一般管理費）は、特別職、一般職の給料、各種

手当、共済費、退職手当組合負担金等の計上でございます。 

 ４４ページの行政一般管理経費は、６,３５２万８,０００円の計上となっております。 

 ４５ページの備品購入費には、町長車購入費を計上、４６ページには、２００万円の大島大橋

開通５０周年記念事業実行委員会補助金を計上しております。 

 契約監理一般経費は、契約・工事管理システムの運用経費の計上が主なものでございます。 

 住宅環境改善支援事業は、山口県が令和元年度から行っております住宅環境改善支援事業にお

いて、エアコンや断熱サッシの設置等に対する補助金交付申請の受付等経費を全額山口県からの

委託金を財源として実施するものでございます。 

 ４７ページの２目文書広報費の広報広聴事業費は、有識者意見交換会の報償費や町広報紙の印
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刷製本費等の計上でございます。 

 情報公開事務費は、情報公開審査委員報酬等の計上でございまして、委託料には職員向け情報

公開研修費を計上しております。 

 ４８ページの防災行政無線施設管理事業費は、防災行政無線施設の再整備工事が主なものでご

ざいまして、第３期再編整備への着手等、合計２億６,６９９万円の計上となっております。 

 地域情報通信基盤整備推進事業は、Ｗｉ─Ｆｉ通信費や周防大島チャンネル番組制作費などの

計上でございます。 

 ４９ページの３目財政管理費は、財務課全般の業務にかかる会計年度任用職員人件費のほか、

全庁的に使用する封筒印刷経費等の計上でございます。 

 ５０ページの４目会計管理費は、会計事務にかかる会計年度任用職員の報酬のほか、収納手数

料・口座振込手数料等の計上でございます。 

 ５目財産管理費について、財産管理一般経費は、公共施設及び公用車の保険料等の計上のほか、

指定管理者に委託しております施設や町有財産等の緊急修繕費、工事請負費等の計上でございま

す。 

 ５１ページ、基金管理経費は、基金利息を積立金として基金に積み立てる経費の計上でごいま

す。 

 ６目企画費について、企画一般経費は合計３,４７６万２,０００円の計上となっております。 

 ５２ページ、周防大島高校を支援する会補助金につきましては、周防大島高等学校が山口県立

から山口県立大学附属となりましても、高等学校の存続と地域活性化への寄与から、教育環境の

改善等に資する事業への支援を継続して行うものでございます。 

 また、５３ページの地域活性化起業人負担金５８２万８,０００円につきましては、民間企業

の人材受け入れ、民間のノウハウや知見を活かした地域づくりの促進を図るものでございます。 

 離島振興事業費は、離島高校生修学支援費補助金などが主なものでございます。 

 ふるさと応援事業は、ふるさと寄附金にかかる事業費を計上するもので、寄附金の受付から返

礼品の調達や発送までの委託料や、ふるさと応援基金の積立金等として、合計５,６４５万

９,０００円の計上でございます。 

 ５４ページの企業誘致対策事業は、現在、サテライトオフィスとして利用しております旧和田

小学校に関する維持管理経費でございまして、工事請負費には、仕様変更等により令和７年度に

実施ができなかった高圧受変電設備の改修費を計上しております。 

 定住対策事業は、定住支援員１名の人件費のほか、各種定住イベントへの参画や若者世帯住宅

取得応援事業等、移住・定住促進を推進するための経費計上でございます。 

 なお、５６ページ、負担金、補助及び交付金の結婚新生活支援事業補助金は、新たな婚姻世帯
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に対し、住宅取得費や住宅リフォーム費及び住宅賃借費並びに引っ越し費用の一部助成を行う新

規事業となっております。 

 空家対策事業では、５７ページの工事請負費に、倒壊するおそれがある危険空家などの安全性

を確保する緊急安全措置経費のほか、所有者不明の特定空家の解体にかかる略式代執行の経費

４２７万５,０００円を計上しております。 

 また、空家等の除去費用の一部を補助する危険空家等除去事業補助金は、交付上限額を５０万

円に拡大しての計上でございます。 

 空家有効活用事業は、定住対策の一環として、移住者や町内外の若者へ住居の提供を行うため、

町が借り上げた空家物件の維持経費の計上でございます。 

 若者定住促進住宅用地整備事業は、東和地区での用地貸付に関する経費を計上しております。 

 関係人口交流促進事業では、従来の大学等連携地域活性化事業補助金のほか、同年代の若者が

学校や職場等の垣根を越えて交流するサードプレイス創出事業の推進にかかる経費の計上でござ

います。 

 ５８ページ、７目支所及び出張所費は、合計１億２,１１３万１,０００円の計上となっており

まして、各庁舎の維持管理経費のほか、道路等維持にかかる工事請負費、小規模施設整備事業補

助金等によりまして、防災減災対策をはじめ、地域住民からの要望に対応しようとするものでご

ざいます。 

 各出張所経費には会計年度任用職員の報酬、施設の維持管理経費を計上しております。 

 支所及び出張所費の主なものは、６０ページ、大島支所管理経費の委託料、測量・設計・監理業

務に、大島庁舎照明のＬＥＤ化未実施部分の改修工事にかかる実施設計費４２７万９,０００円

を計上しております。 

 なお、大島支所経費には、令和８年９月末での沖浦出張所の廃止に伴います郵便局での行政

サービスの一部開始に向け、準備や委託にかかる経費を計上しております。 

 また、同様に東和支所経費には、白木出張所の廃止に向け、各種準備にかかる経費を計上して

おります。 

 ６６ページをお願いいたします。 

 ８目電子計算費の電算システム管理事業費は、２つの郵便局への行政サービスの一部委託の実

現に向けた庁内イントラ敷設業務委託料７５３万３,０００円の新たな経費のほか、ガバメント

クラウド運用経費、情報システム標準化共通化整備や環境利用料などの経常経費により、合計

３億９,９０２万円の計上となっております。 

 ６７ページ、ＤⅩ推進事業では、自宅から病院や役場までの移動手段がなくても、医療サービ

スや行政サービスを享受できる取り組みであります医療・行政ＭａａＳ推進事業につきまして、
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さらなる推進経費として、災害等で通信インフラが利用できない場合で活躍できるスターリンク

の導入や、マルチタスク車両の購入経費を計上しております。 

 ６８ページの９目地域振興費について、地域づくり推進事業は、地域づくりの活動支援補助金

等の計上でございます。 

 自治会関係事業費は、コミュニティ施設の指定管理料や自治会振興奨励金などを計上しており

ます。 

 町人会経費は、町人会にかかる必要経費の計上でございます。 

 地域おこし協力隊経費におきまして、６９ページに定住関連、７０ページに新たにＤＸ関連、

そして、５人規模に拡大しての計上となっております農林関連、７１ページには商工関連と、そ

れぞれ必要な経費を計上しております。 

 ７２ページの集落支援員経費につきましては、業務の一部拡充や円滑な引継ぎ等を鑑み、２名

体制での経費計上となっております。 

 ７３ページ、１０目交通安全対策費につきましては、交通安全にかかる啓発経費、交通安全協

会負担金等の計上でございます。 

 １１目諸費は、県市町総合事務組合をはじめとする各種団体への負担金が主なものでございま

す。 

 ７４ページをお願いいたします。 

 ２項徴税費１目税務総務費につきましては、税務一般事務費のほか、７５ページ、返還金及び

還付金等といたしまして、償還金や還付加算金等の経費の計上でございます。 

 ２目賦課徴収費は、納税通知書の印刷及び郵送等にかかる経費など、町税の賦課徴収に必要な

経費を計上しております。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費、７７ページの戸籍住民基本台帳一般管理経費は、３,８３２万

８,０００円の計上でございます。 

 住民基本台帳ネットワークシステム等の保守点検料や、郵便局へ委託するマイナンバーカード

申請支援業務、戸籍情報システム等標準仕様移行業務等の各種委託料のほか、戸籍等のシステム

リース料や戸籍クラウド利用料等が主なものでございます。 

 なお、出張所廃止に伴う郵便局への一部行政サービス移行への対応として、戸籍システム専用

プリンターの購入やプリンター設定業務委託料も計上しております。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 ４項選挙費１目選挙管理委員会費は、選挙管理委員会経費の計上でございます。 

 ７９ページ、５項統計調査費につきましては、経済センサスにかかる経費などの計上でござい
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ます。 

 ６項監査委員費は、監査委員事務費及び、８０ページ、監査委員研修費を計上しております。 

 続きまして、３款民生費でございます。 

 １項社会福祉費１目社会福祉総務費の社会福祉総務一般経費は、８１ページ、成年後見支援セ

ンター運営協議会委員の報償費や遺族会補助金などを計上しております。 

 ８２ページの福祉タクシー利用助成事業は、福祉タクシー利用助成経費として１,０３８万

８,０００円を、社会福祉協議会運営支援には、町社会福祉協議会への補助金４,８８５万

７,０００円を、民生委員児童委員会経費には、民生委員児童委員の活動費等として１,５０２万

６,０００円を計上しております。 

 次に、福祉医療事業には、重度心身障害者やひとり親家庭等の医療費助成の経費１億５９８万

２,０００円、ちびっ子医療費助成事業には、小学生以下の全ての子どもの医療費の無料化を図

る経費といたしまして、１,８６４万２,０００円の計上でございます。 

 ８３ページの中学生医療費助成事業は、中学生を対象とした医療費の無料化を図る経費として

５６９万７,０００円、高校生等医療費助成事業は、高校生世代の方を対象とした医療費の無料

化を図る経費として、８６０万９,０００円を計上しております。 

 人権啓発活動事業は、人権対策及び人権啓発活動にかかる経費の計上でございます。 

 福祉センター運営経費は、久賀福祉センターの管理運営経費の計上でございます。 

 ８４ページの社会福祉施設整備事業経費は、老人ホームやグループホーム等の各施設の修繕費

や借地料のほか、白寿苑、福寿苑の各デイサービス施設の照明ＬＥＤ改修経費を計上しておりま

す。 

 ８５ページ、たちばなケアプラザ管理経費は、修繕費等施設の維持管理経費の計上のほか、施

設の照明ＬＥＤ化にかかる実施設計業務委託料や工事請負費を計上しております。 

 行旅病死人取扱事業には、当該事業にかかる必要経費を計上しております。 

 ８６ページの生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者自立支援法に基づく相談支援員の配置に

かかる経費等の計上でございます。 

 ２目障害福祉費の障害福祉一般経費につきましては、８７ページ、委託料への障害者計画・第

８期障害福祉計画・第４期障害児福祉計画策定費を計上しているほか、扶助費、町外の就労訓練

事業所へ通うための交通費を助成する障害者就労訓練施設通所交通費助成事業が主なものでござ

います。 

 障害者地域生活支援事業は、障害者相談支援委託料や精神障害者地域生活支援センター設置負

担金、８８ページの扶助費、日常生活用具給付などが主なものでございます。 

 障害者自立支援給付費事業は、４億４,２６５万４,０００円の計上でございまして、障害者に
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対する在宅サービスや施設入所、通所に要する介護給付費・訓練等給付費及び補装具費給付費が

主なものとなっております。 

 障害者自立支援特別対策事業には、介護給付費の審査手数料のほか、報酬改定等に伴うシステ

ム改修費を計上しております。 

 障害者区分認定等事業は、サービスを迅速に受けられるよう、それぞれ必要な経費の計上でご

ざいます。 

 ８９ページの更生医療事業は、更生医療給付など１,２６５万４,０００円の計上、特別障害者

手当等給付事業は、特別障害者手当及び障害児福祉手当の計上、障害児施設給付費事業は、障害

児のサービス給付経費等といたしまして、１,４１７万２,０００円の計上でございます。 

 難聴児補聴器購入費等助成事業は２０万５,０００円を、障害者虐待防止事業は１０８万

２,０００円を、９０ページの育成医療事業は２９万２,０００円を、療養介護医療事業は

８５８万８,０００円を計上しております。 

 ３目老人福祉費について、老人福祉一般経費は、９１ページ、委託料に高齢者福祉計画・第

１０期介護保険事業計画・地域福祉計画の策定業務費を計上のほか、扶助費、寝たきり老人等紙

おむつ助成など、１,４４５万８,０００円の計上でございます。 

 老人福祉事業は、高齢者生活福祉センターしらとり苑と和田苑の指定管理料や養護老人ホーム

の入所に対する老人保護措置費など、１億７,１６９万３,０００円の計上でございます。 

 敬老会事業は、敬老会の実施にかかる経費の計上でございます。 

 介護予防・地域支え合い事業（補助）は、老人クラブ及び老人クラブ連合会が実施する健康づ

くり事業等に対する補助金の計上でございます。 

 また、９２ページの介護予防・地域支え合い事業（単独）は、町の単独事業として、食の自立

支援事業、緊急通報システム、高齢者の地域活動等事業補助金などの計上でございます。 

 県後期高齢者医療広域連合事業につきましては、医療給付費の一部を負担する後期高齢者療養

給付費等負担金及び事務費等負担金、４億１,１４３万９,０００円を計上しております。 

 ４目国民年金費の国民年金一般経費は、国民年金にかかる事務経費の計上でございまして、

９３ページの委託料は、育児期間の保険料免除措置などに対応するためのシステム改修費でござ

います。 

 ５目介護保険対策費、介護保険対策事業、介護予防一般経費及び９４ページの周防大島版ＣＣ

ＲＣネットワーク推進事業につきましては、各経費の計上でございます。 

 介護人材確保事業は、町内の介護事業所に就職した有資格の介護等従事者に対し、就労定着支

援金を支給する事業でございます。 

 離島介護渡船料助成事業は３９万８,０００円の計上でございまして、離島における居宅介護



- 95 - 

サービス利用促進を図るため、利用者及び事業者にかかる渡船料を助成するものでございます。 

 ２項児童福祉費でございます。 

 １目児童福祉総務費について、９５ページの児童福祉総務一般経費は、報償費による保育所及

び子育て支援センターへの英語講師派遣のほか、９６ページ、食事の提供を通じ地域住民と子ど

もが交流し、学習支援や遊びの体験をすることができるこども食堂を実施する団体へのこども食

堂運営支援事業補助金の計上が主なものでございます。 

 子育て支援短期利用事業には当該事業の委託料を、子育て施設等利用給付事業には、認可外保

育施設等の利用者に対する扶助費を計上しております。 

 こども家庭センター運営経費は、家庭センターが主体となって行う子育て相談支援や産後ケア

事業、子育て世帯訪問支援事業、子育て支援アプリを活用した情報配信など、従来、様々な事業

に計上していた経費を集約いたしまして、６９４万９,０００円の計上となっております。 

 なお、新規事業といたしまして、子どもに関わる保護者や支援者向けの子育て研修事業を実施

するほか、子育てはじめのいっぽ応援事業と題しまして、出生の翌月から１歳の誕生月までの毎

月、オムツとおしりふきを支給いたします。 

 また、産後６か月頃には家庭訪問を行い、おもちゃ等育児用品を支給するとともに、産婦等と

の面談を行い、子育て伴走支援の強化を図ってまいります。 

 児童クラブ運営事業につきましては、町内児童クラブの運営委託料など、３,２６６万

４,０００円の計上でございます。 

 ９７ページの地域組織活動育成事業は、母親クラブへの補助金の計上でございます。 

 地域子育て支援拠点事業は、子育て支援センターの運営にかかる委託料２,２３５万

９,０００円の計上でございます。 

 児童公園等管理業務は、福祉課が管理しております児童公園等の維持管理経費でございまして、

清掃業務委託や橘オレンジ児童遊園等の遊具にかかる修繕工事費の計上でございます。 

 児童館運営経費は、久賀福祉センター２階に設置をしております児童館に関する経費でござい

まして、施設全体の照明ＬＥＤ化にかかる工事請負費など、１,４２５万７,０００円を計上して

おります。 

 ９８ページ、家庭児童相談援助事業は、家庭児童相談室に配置する家庭相談員に要する経費が

主なものでございます。 

 ９９ページ、２目児童措置費は児童手当事業でございまして、１億４,０７２万８,０００円の

計上でございます。 

 ３目母子福祉費、児童扶養手当事業は、ひとり親世帯等の養育支援として、扶助費の児童扶養

手当が主なものでございます。 
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 母子家庭等自立支援給付金事業は、母子家庭等の自立のための就業支援を行うための扶助費の

計上でございます。 

 母子・父子自立支援相談事業は、母子・父子・寡婦の自立支援にかかる相談事業を実施する事

業でありまして、母子・父子自立支援員の報酬が主なものとなっております。 

 １００ページの母子生活支援施設措置委託事業は、心身と生活を安定させるため、母子生活支

援施設へ入所措置を行った場合の施設への支弁経費を計上するものでございます。 

 ４目保育所運営費の私立保育所運営経費は、私立保育所の運営にかかる委託料のほか、延長保

育促進事業補助金、副食費補助金、３歳未満児クラスへの保育士の加配支援を行うこどもまんな

か保育体制強化事業補助金、防犯カメラ設置を希望する保育所への就学前教育・保育施設整備事

業補助金など、合計４億５,９１９万４,０００円の計上でございます。 

 乳児等支援給付事業は、いわゆるこども誰でも通園制度でございまして、生後６か月から３歳

未満児までの乳幼児について、保護者の就労要件等に関わらず、認可を受けた保育所等の利用が

可能となる制度を開始するため、新たな経費といたしまして６２万５,０００円を計上しており

ます。 

 １０１ページ、３項生活保護費でございます。 

 １目生活保護総務費について、生活保護総務一般経費は８０２万７,０００円の計上でござい

ます。 

 嘱託医への報酬のほか、生活保護システムの保守管理業務委託料、生活保護システム利用料が

主なものとなっております。 

 生活保護適正化事業は、１０２ページ、研修等にかかる嘱託医への報酬やレセプト点検業務委

託料の計上でございます。 

 ２目扶助費につきましては、生活保護費関係の生活扶助、医療扶助など、合計３億

２,０９９万９,０００円の計上となっております。 

 続きまして、４款衛生費でございます。 

 １項保健衛生費１目保健衛生総務費について、１０３ページ、保健総務一般経費は、会計年度

任用職員の人件費のほか、委託料の離島巡回診療、離島での救急患者発生の際の救急患者輸送な

どの計上でございます。 

 １０４ページの献血推進事業は、献血にかかる報償費等を、食生活改善推進事業には、食生活

改善推進協議会補助金を計上しております。 

 健康増進計画推進事業は、減塩と高血圧対策に重点を置いた事業経費の計上でございます。 

 母子保健事業は、療育教育等の報償費、１０５ページの扶助費、未熟児養育医療給付金、遠方

の分娩施設で出産する必要のある妊婦に対して、交通費及び宿泊費の助成を行う妊産婦アクセス
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支援事業などの計上となっております。 

 なお、妊産婦アクセス支援事業につきましては、令和８年度は対象を拡充し、分娩時だけでな

く妊婦健診、産婦健診、乳幼児健診時についても助成を行います。 

 母子健診事業は５９９万９,０００円の計上でございまして、例年の妊婦健診や乳児健診等の

委託料のほか、子どもの特性を早期に発見、特性に合わせた適切な支援、生活習慣、その他育児

に関する指導につなげていくための新たな取り組みといたしまして、５歳健康診査にかかる経費

も計上しております。 

 １０６ページ、妊婦支援給付事業は、全ての妊婦、子育て世帯が安心して出産・子育てができ

るよう、伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施するもので、３２５万円を計上しておりま

す。 

 精神保健事業は、ゲートキーパー養成講座等の講師料のほか、自殺対策普及パンフレット印刷

経費等の計上でございます。 

 小児慢性特定疾患児対策事業には、日常生活用具給付にかかる扶助費を計上しております。 

 救急医療体制事業は、町内の一次救急及び二次救急である柳井広域圏の救急医療体制の確立を

図るため、２,５２７万円の計上となっております。 

 救急告示病院運営費負担金は、柳井医療圏内の中心的な救急告示病院である総合病院に対して、

救急病床の空床補償や医療関係者の待機等の体制を整えるため、柳井医療圏内の市町で財政支援

を行い、二次救急の整備充実を図ろうとするものでございます。 

 しまとぴあスカイセンター管理業務は、入り口自動ドアの修繕などの施設管理経費のほか、施

設の照明ＬＥＤ化の実施設計委託料など、６６９万６,０００円の計上でございます。 

 １０７ページ、日良居庁舎管理経費には、庁舎の維持管理にかかる経費５３７万円を計上して

おります。 

 １０８ページをお願いいたします。 

 ２目予防費について、健康増進事業は、町民の健康保持増進を図るため、健康相談、健康教育、

訪問指導や歯周疾患検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診等の実施にかかる経費を計上し

ております。 

 検診事業は、各種がん検診や脳ドック検診の経費、２,６１６万８,０００円の計上でございま

して、がんの早期発見、早期治療を目指すものでございます。 

 予防接種事業は、７,８０３万３,０００円の計上でございます。 

 乳幼児を対象とした小児用肺炎球菌ワクチン、日本脳炎、高齢者を対象とした高齢者インフル

エンザ、新型コロナウイルスワクチン、帯状疱疹ワクチンなどのほか、新たに妊婦を対象とした

ＲＳ母子免疫ワクチンの接種経費を計上するものでございます。 
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 １０９ページの狂犬病予防事業は、狂犬病予防注射実施の通知書送付等の経費を計上しており

ます。 

 ３目環境衛生総務費、１１０ページの環境衛生総務一般経費は、会計年度任用職員経費、特定

外来生物のアルゼンチンアリ殺虫剤購入費が主なものでございます。 

 １１１ページ、施設維持管理費は、町営墓園、公衆トイレの維持管理経費の計上でございます。 

 地域ねこ活動等推進事業は、飼い主のいない猫の適正管理を推進する活動等を行う地域・団体

等に活動費の一部を助成するものでございます。 

 地域脱炭素推進事業経費は、従来の環境衛生総務一般経費から関係経費を独立させたものであ

ります。 

 令和６年に表明したゼロカーボンシティ宣言後の事業推進を図るため、子ども向け地域脱炭素

講座のための資材購入費などのほか、１１２ページ、再配達で排出される二酸化炭素の削減を目

指す宅配ボックス設置促進補助金などの経費計上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午前10時28分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時44分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。木谷総務部長。 

○総務部長（木谷  学君）  １１２ページの続きを御説明いたします。 

 合併浄化槽設置事業は、下水道計画処理区域外の合併浄化槽の設置費用について、町単独での

上乗せ補助を行っており、浄化槽設置整備事業補助金に１,３９０万７,０００円を計上しており

ます。 

 また、浄化槽の適正な管理を推進するため、ブロワの交換費用や浄化槽本体の修繕費用、並び

に通常の維持管理費用の助成を行う浄化槽適正管理推進事業補助金を令和８年度も計上しており

ます。 

 久賀東庁舎維持管理事業は、久賀東庁舎の維持管理経費３４４万円の計上でございます。 

 １１３ページ、広域水道企業団関係費は、水道事業特別会計が柳井地域広域水道企業団に経営

統合となった令和７年度以降、従来の繰出金相当額といたしまして、合計６億３,７９９万

５,０００円の計上となっております。 

 令和８年度からは、広域水道企業団との協議のうえ、補助金は通常補助金分と過疎債相当であ

る建設改良分並びに用水分に区分し、建設改良費の元金償還分は投資及び出資金に計上しており

ます。 

 ４目火葬場費は、５,００５万９,０００円増額の９,１２１万６,０００円を計上し、大島斎場、
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橘斎場及び久賀火葬場の管理運営を行うものでございます。 

 大島斎場の修繕費は、火葬炉設備の修繕等でございます。 

 また、施設の照明ＬＥＤ化にかかる工事請負費等を、大島斎場と橘斎場それぞれに計上してお

ります。 

 １１５ページをお願いいたします。 

 ２項清掃費でございます。 

 １目清掃総務費は、職員人件費の計上となっております。 

 １１６ページ、２目じん芥処理費につきまして、じん芥処理経費は、主に廃棄物収集のための

経費といたしまして、１億１４８万円の計上でございます。 

 １１７ページのじん芥処理施設管理経費は、清掃センターの維持管理及び改修経費でありまし

て、１３億８,８８５万３,０００円の計上でございます。 

 施設の長寿命化を図るための定期補修等の修繕費は６,２０２万２,０００円、１１８ページ、

施設の運転管理業務委託料は７,７８９万４,０００円の計上となっております。 

 なお、令和７年度から令和９年度までの３年間で進める計画としています清掃センター基幹的

設備改良につきまして、令和８年度事業費といたしまして、監理業務委託料１,０１５万

３,０００円及び工事請負費１１億７,９３１万円を計上しております。 

 不燃物処理施設管理経費は、環境センターの維持管理を行う経費７,７７１万９,０００円の計

上でございます。 

 定期補修等の修繕費は３,６８３万１,０００円、委託料の１１９ページ、資源ごみ選別業務は

１,５２５万７,０００円、リサイクル不適物運搬処分は１,０３６万２,０００円の計上となって

おります。 

 ３目し尿処理費について、し尿処理経費は、主に情島、前島、笠佐島の各離島におけるし尿処

理等の経費４０２万３,０００円の計上でございます。 

 なお、情島衛生センターに関する経費は、し尿処理施設管理経費に計上となっております。 

 １２０ページのし尿処理施設管理経費は、衛生センター、情島衛生センターの維持管理経費

２億２,２５４万７,０００円の計上でございまして、清掃センターと同様、施設の運転管理の外

部委託により効率的な運用を図ることとしております。 

 施設の長寿命化を図るための定期補修等の修繕費は３,３７９万９,０００円、委託料の脱水汚

泥運搬・堆肥化は２,４６６万８,０００円、また、施設運転管理業務は３,９９９万３,０００円

の計上でございます。 

 また、工事請負費には、衛生センターの電気計装設備などの設備更新工事といたしまして、

９,０４２万円を計上しております。 



- 100 - 

 １２１ページをお願いいたします。 

 ５款農林水産業費でございます。 

 １項農業費１目農業委員会費について、農業委員会一般経費は、農業委員、農地利用最適化推

進委員の報酬、タブレット端末維持費等、農業委員会運営経費を計上しております。 

 １２２ページの機構集積支援事業は、農地の利用状況等の調査や農地等の台帳整備などを行う

ため、会計年度任用職員の人件費等を計上しております。 

 ２目農業総務費、１２３ページの農業総務費一般経費は、大島地区農業改良普及協議会負担金

などの計上でございます。 

 ３目農業振興費、農業振興対策一般経費には、委託料、調査・基本設計業務に、基盤整備地区

の新たな候補地である西方地区の構想図作成費を計上しております。 

 また、農業振興地域整備計画を２か年で策定する予定でありまして、１年目の経費７１０万

８,０００円を計上しております。 

 その他、１２４ページ、承継者支援金、花木生産組合補助金など、継続計上となっております。 

 橘地区農産物加工センター管理運営経費から、１２５ページの大島地区農産物加工センター管

理運営経費までは、各農産物加工施設にかかる維持管理経費の計上でございます。 

 農園施設管理経費は、市民農園施設であるガルテンヴィラ大島やクカインガルデンの維持管理

経費でございます。 

 １２６ページの特産対策事業は、１,３８５万２,０００円を計上し、本町の基幹産業である柑

橘栽培等を支援するため、ゆめほっぺ比率向上対策事業補助金をはじめ、新規就農者等産地拡大

促進事業補助金など、各種助成を行うこととしております。 

 担い手総合支援事業は、周防大島町担い手支援センターにかかる運営経費のほか、１２７ペー

ジの柑橘主体の新規就農希望者の研修支援のための大島農業担い手就農支援事業委託料、営農塾

や帰農塾、みかんサポータークラブ運営に資する担い手育成総合支援協議会への負担金、経営開

始型の新規就農者確保事業補助金など、みかん産地の維持、担い手育成の推進として、合計

１,９０２万５,０００円の計上でございます。 

 農地中間管理機構事業は、山口県において設置されている農地中間管理機構の業務にかかる事

務的経費の計上でございます。 

 中山間地域等直接支払事業は、生産条件が不利な地域で行う農業生産活動を支援する中山間地

域等直接支払交付金の計上が主なものでございます。 

 １２８ページ、環境保全型農業直接支払事業につきましては、環境にやさしい農業に取り組む

農業者を支援するための経費の計上でございます。 

 耕作放棄地解消支援事業は、戸田地区の県営耕作放棄地解消発生防止基盤整備事業にかかる事
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務的経費の計上、水利施設等保全高度化事業は、日良居地区基盤整備事業の換地業務等にかかる

経費の計上となっております。 

 ４目畜産業費は、１２９ページ、東部地区家畜診療所運営への負担金のほか、家畜共済推進事

業補助金などの計上でございます。 

 ５目農地費、農地一般管理経費は、県土地改良連合会負担金が主なものでございます。 

 １３０ページ、農村公園維持管理経費は、白木農村公園、内入農村公園、小泊農村公園及び橘

グリーンパークの維持管理経費でございまして、工事請負費に、橘グリーンパークの防犯カメラ

更新、外灯ＬＥＤ改修工事を計上しております。 

 排水施設管理事業は、各排水機場の維持管理経費でございます。 

 １３１ページ、県営農業基盤整備事業は、戸田地区の耕作放棄地解消発生防止基盤整備事業、

日良居地区の水利施設等保全高度化事業として県が行う事業に対する負担金３,５６７万

３,０００円の計上となっております。 

 広域農道管理事業は、主にトンネル施設の維持管理を行う経費でございます。 

 ため池等管理経費では、ため池切開工事費等１,１５０万円を工事請負費に計上しております。 

 農業用施設維持管理経費は、一般農道の草刈り経費のほか、地域からの要望に対応する工事請

負費など、３,１８７万１,０００円の計上でございます。 

 １３２ページ、多面的機能支払事業は、地域が共同で行う農業・農村の有する多面的機能を支

える活動や、地域資源の質的向上を図る活動を支援する多面的機能支払交付金の計上が主なもの

でございます。 

 ６目水田営農費、経営所得安定対策推進事業は、水田の現地確認等に要する経費や、経営所得

安定対策推進事業補助金の計上が主なものでございます。 

 ７目農村環境改善センター費は、蒲野、沖浦、油田、白木の各農村環境改善センターの管理経

費でございまして、外壁の一部修繕など、合計１,２１１万９,０００円の計上となっております。 

 １３５ページをお願いいたします。 

 ２項林業費でございます。 

 １目林業総務費の林業総務一般経費は、町有林にかかる火災保険料が主なものでございまして、

自然公園施設等維持管理業務につきましては、自然公園の遊歩道等の維持管理にかかる経費とな

っております。 

 １３６ページ、猟区管理運営経費は、猟区巡視業務委託料等の計上でございます。 

 有害鳥獣捕獲事業は、新たにクマ対応用品の購入費を計上したほか、イノシシ、カラス、シカ

等の有害鳥獣捕獲委託料、イノシシ捕獲用の箱わな購入費など、合計２,９４２万１,０００円の

計上となっております。 
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 なお、大島大橋の補修工事の都合等で、令和７年度に実現できなかった大島大橋サル侵入防止

設備の再設置について、改めて工事請負費に計上しております。 

 １３７ページ、地家室園地施設管理事業には、施設の維持管理経費のほか、自然環境にかかる

講演会等の講師謝礼や、エコツアー実施にかかる経費などを計上しております。 

 １３８ページの２目林業振興費、林業振興対策事業は、経営管理が適切に行われていない個人

所有の森林を適切な森林経営について支援または管理をするため、森林経営管理制度に基づく委

託料及び工事請負費の計上でございます。 

 なお、予算科目上、特定財源とはなっておりませんが、森林環境譲与税の対象事業となってお

ります。 

 ３目林道施設費は、既設林道の維持補修等に関する経費の計上でございます。 

 １３９ページをお願いいたします。 

 ３項水産業費でございます。 

 １目水産業総務費について、水産総務一般経費は、県内海東部栽培漁業協会や県漁港漁場協会

等への負担金が主なものとなっておりまして、水産加工施設管理経費は、水産加工団地等の維持

管理経費の計上でございます。 

 ２目水産業振興費について、水産振興対策事業は、１４０ページ、ナルトビエイ等の有害生物

駆除委託料、漁業経営構造改善事業補助金２,３３１万７,０００円、小規模漁場整備事業補助金

９３０万６,０００円のほか、経営開始から最長３年間にわたり支援金支給が可能なチャレンジ

漁業総合支援事業補助金８３７万５,０００円など、合計５,３８２万２,０００円の計上となっ

ております。 

 種苗放流育成事業につきましては、１,１１０万４,０００円を計上し、種苗放流にかかる種苗

購入経費等を漁協へ補助金として交付するものでございまして、漁場清掃事業は、海岸漂着物等

の収集運搬処理等を行う経費の計上でございます。 

 １４１ページ、水産多面的機能発揮事業は、海域における多面的機能の効果的・効率的な発揮

に資する地域団体の取り組みを支援するため、水産多面的事業負担金を計上しております。 

 単県農山漁村整備事業（水産振興）は、産卵用たこつぼの沈設を行う経費の計上、農水産物等

集出荷施設管理費は、農水産物等集出荷施設の維持管理経費の計上、漁具倉庫管理経費は、漁具

倉庫の維持管理を行う経費の計上でございます。 

 １４２ページ、３目漁港管理費について、漁港施設管理事業は、白木漁港外入護岸改修に伴う

測量・設計業務のほか、町内各漁港施設の維持管理、補修、改良工事など、合計４,３０６万

５,０００円を計上しております。 

 漁港施設整備事業は、１億７,９３０万円の計上でございます。 
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 米空母艦載機部隊配備特別交付金を活用する事業といたしまして、委託料に三蒲東浜地区地盤

変動調査業務、工事請負費に三蒲東浜地区高潮対策工事を計上しております。 

 その他、漁港施設の長寿命化を図るため、油田漁港情本浦の機能保全事業工事費のほか、漁港

施設と山口県管理の港湾施設を一体的に整備する港整備交付金事業として、油田漁港両源田防波

堤整備工事費、安下庄漁港物揚場整備工事費を計上しております。 

 １４３ページ、４目海岸保全事業費は、職員人件費、海岸保全整備事業の合計１億８,０９５万

円の計上でございます。 

 １４４ページの工事請負費には、海岸保全施設整備事業として和田漁港海岸にかかる工事費、

海岸メンテナンス事業として三蒲漁港海岸赤松護岸、出井漁港海岸にかかる工事費を計上してお

ります。 

 なお、補償費２００万円は、三蒲漁港赤松護岸工事に伴う電柱移転補償でございます。 

 続きまして、６款商工費でございます。 

 １項商工費１目商工総務費について、商工総務一般経費は、事務的経費の計上でございます。 

 １４５ページ、消費者行政事業には、柳井広域圏の１市４町が連携して相談窓口を設置する広

域消費生活センターの負担金のほか、電話による振り込め詐欺等の被害を防止するため、自動通

話録音機等購入補助金２０万円を計上しております。 

 ２目商工業振興費について、商工振興事業は、屋代共同作業所の補修経費や、１４６ページ、

周防大島町商工会への商工振興事業補助金、承継者支援金など、合計１,６２７万円の計上とな

っております。 

 なお、商工振興事業補助金には、ＩＣ型ポイントカード導入にかかる支援費１８８万

７,０００円が含まれておりまして、地域全体で使用可能な共通基盤の構築を目指されまして、

将来的には、町事業での活用につながることが期待されております。 

 また、同補助金には、大島大橋開通５０周年にかかるＰＲ活動費５０万円も含まれておりまし

て、財源活用としまして、ガバメントクラウドファンディングを募る運びでございます。 

 商工業者金融対策事業には、商工業振興対策設備資金利子補給金などの計上、労働者福祉対策

事業には、中小企業勤労者小口資金貸付金を計上しております。 

 中小企業従業員住宅管理経費は、劣化が著しい森住宅の玄関ドアの修繕費のほか、施設の維持

管理経費の計上でございます。 

 地域交通一般経費は、地域交通業務にかかる事務費的な経費の計上でございます。 

 １４７ページ、バス交通対策事業は、負担金、補助及び交付金が主なものでございまして、町

内でバス運行している防長交通株式会社に対する生活交通路線維持負担金７,４３８万

６,０００円、地域公共交通共創モデル実証プロジェクト運営支援業務等を行う地域公共交通活
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性化協議会への運営補助金１,９５８万６,０００円のほか、新たな奥畑線乗合タクシーのデマン

ド交通運行補助金８０５万５,０００円など、合計１億２５８万９,０００円の計上となっており

ます。 

 交通施設管理経費は、伊保田港待合所、周防下田駅、東瀬戸バスセンターの維持管理経費の計

上でございます。 

 １４８ページ、離島交通対策経費は、笠佐航路の運航経費でございます。 

 次に、３目観光費でございます。 

 観光一般経費は、７,１０２万７,０００円の計上でございます。 

 報償費には、観光宣伝にかかる景品費用のほか、持続可能で魅力ある観光地域づくりを推進す

るための中長期的な方向性と具体的な取り組み方針を明確化する観光振興ビジョンの策定に向け、

委員会にかかる経費を計上しております。 

 １４９ページ、印刷製本費には、新たにデザインを一新した観光ポスターの作成費、広告料に

は、広島本通商店街アーケード幕広告など、周防大島町の魅力を発信する広島送客誘発型広報事

業経費など、観光プロモーション経費の計上でございます。 

 委託料２,３８７万円は、仮称、観光交流センターの整備にかかる設計業務委託及び地質調査

費でございます。 

 負担金、補助及び交付金では、観光協会への補助金、観光振興事業助成基金を活用した観光振

興事業補助金のほか、令和７年度から始めたフェリー航路運賃補助事業補助金、令和８年度のみ

となる日本国際放送番組制作負担金などを計上しております。 

 なお、観光協会への補助金には、大島大橋開通５０周年にかかるＰＲ活動費５０万円も含まれ

ておりまして、財源活用といたしまして、ガバメントクラウドファンディングを募る運びでござ

います。 

 施設維持管理運営経費は、片添ヶ浜温泉やサイン看板などの維持管理経費でありまして、

１５０ページの工事請負費には、サイン看板背後地の法面維持工事のほか、片添ヶ浜温泉の源泉

配管及び源泉槽の洗浄工事やポンプ交換工事を計上しております。 

 竜崎温泉管理運営経費は、施設のポンプやボイラー機器の修繕、指定管理料、漏水等の対応と

しての熱源配管更新工事などが主なものでありまして、合計７,６６４万２,０００円の計上でご

ざいます。 

 ながうらスポーツ滞在型施設管理運営経費は、指定管理料のほか、防犯カメラ増設工事、塩風

呂保養館ポンプ等の交換工事が主なものとなっており、合計３,０１３万６,０００円の計上とな

っております。 

 １５１ページ、陸奥記念館等管理運営経費は４,７４９万円を計上し、陸奥記念館、陸奥野営
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場、なぎさ水族館の人件費や修繕費、工事請負費、備品購入費等の計上でございます。 

 修繕費は、なぎさ水族館の海水取水ホース交換や海水ポンプのオーバーホールなど、

１５２ページの工事請負費は、なぎさ水族館の空調工事や陸奥記念館誘導灯の取替工事等でござ

います。 

 １５３ページ、総合交流ターミナル管理運営経費は、道の駅サザンセトとうわの維持管理費で

ございまして、工事請負費の道の駅レストラン機械設備及び既存トイレ配管等改修工事費

６,７２１万円及び防犯カメラ増設工事７７万円など、合計８,１６１万２,０００円の計上とな

っております。 

 サン・スポーツランド片添等管理運営経費は、青少年旅行村のエアコン修繕、指定管理料のほ

か、遊湯ランドの源泉供給ポンプ交換工事など、合計１,８１１万円の計上でございます。 

 １５４ページ、公園等管理経費は、ビー玉海岸や屋代ダム公園等の管理経費のほか、町が県か

ら指定管理者として指定されております片添ヶ浜海浜公園について、一般社団法人東和ふるさと

センターへの管理委託料など、１億８８６万９,０００円の計上でございます。 

 なお、１５５ページの備品購入費は、ビーチクリーナー及び牽引用トラクター車の更新購入で

ございます。 

 ふるさと館管理運営経費は、施設管理経費の計上でございます。 

 星野哲郎記念館管理運営経費は、維持管理経費のほか、イベント・企画展の実施にかかる経費、

監視カメラの更新工事費などにより、２,１６８万１,０００円の計上となっております。 

 １５６ページの沖家室シーサイドキャンプ場管理運営経費は、施設の維持管理を行うため

１,１１３万８,０００円の計上でございます。 

 １５７ページの体験交流型観光推進事業は、９２７万７,０００円を計上し、体験型修学旅行

の誘致など、体験交流型観光を推進するものでございます。 

 １５８ページをお願いいたします。 

 次に、７款土木費でございます。 

 １項土木管理費１目土木総務費の土木総務一般経費は、事務的経費及び関係する各種団体への

負担金などでございます。 

 １５９ページ、２項道路橋りょう費でございます。 

 １目道路橋りょう維持費、道路橋りょう維持管理事業は、町道の草刈りや清掃業務の委託料、

住民生活に密着した町道などの維持補修工事費など、合計７,１４８万４,０００円を計上してお

ります。 

 なお、１６０ページ、土地購入費は、一般県道大島環状線道路改良工事に伴う土地開発基金か

らの用地購入でございます。 
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 街灯管理事業は、電気料や街灯の補修等の経費、７５１万５,０００円の計上でございます。 

 ２目道路新設改良費の道路新設改良事業は、委託料や工事請負費など、合計１億３,６９１万

７,０００円を計上しております。 

 委託料には、橋りょう補修にかかる詳細設計業務や道路施設点検業務、１６１ページの工事請

負費には、町道中村流線拡幅工事のほか、橋りょう補修工事などを計上しております。 

 県事業負担金（道路等）は、一般県道地家室白木港線の道路改良事業にかかる負担金３００万

円の計上でございます。 

 ３項河川費でございます。 

 １目河川管理費は、河川にかかる水門、陸閘、排水ポンプの管理経費が主なものでございます。 

 ２目河川建設費の河川整備事業は、河川整備にかかる工事請負費など、１,０４３万２,０００円

の計上でございます。 

 １６２ページ、県事業負担金（河川）は、自然災害防止事業、急傾斜地崩壊対策事業などへの

県事業負担金として、１,３７３万円を計上しております。 

 ４項港湾費でございます。 

 １目港湾管理費は、港湾施設の樋門管理、ポンプ管理の委託料が主なもので、１,２７６万

２,０００円を計上しております。 

 １６３ページの２目港湾建設費の県事業負担金（港湾）は、港整備交付金事業や海岸高潮・老

朽化対策事業等の県事業負担金として２,９１０万円を計上しております。 

 ５項都市計画費でございます。 

 １目都市計画総務費の都市計画一般経費は、都市計画に関する事務経費の計上、県事業負担金

（都市計画）は、片添ヶ浜海浜公園の公園整備事業にかかる負担金の計上でございます。 

 次に、６項住宅費でございます。 

 １目住宅管理費、１６４ページの公営住宅維持管理経費は、公営住宅の修繕費等、維持管理の

ための経費４,０３９万９,０００円の計上でございます。 

 １６５ページをお願いいたします。 

 ８款消防費でございます。 

 １項消防費１目常備消防経費は、柳井地区広域消防組合への負担金３億６,０５８万５,０００円

の計上でございます。 

 ２目非常備消防費、消防団活動事業は、消防団員報酬のほか、１６６ページ、消防可搬ポンプ

更新の備品購入費、消防団員補償等事務負担金等により、７,５３３万６,０００円の計上でござ

います。 

 消防施設管理事業は、消防車両の維持管理費のほか、消防ホース等の購入費が主なものでござ
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います。 

 １６７ページの３目消防施設費の消防施設整備事業は、消防ポンプ等修繕費や消火栓の新設や

修繕に伴う工事にかかる柳井地域広域水道企業団に対する負担金が主なものでございます。 

 ４目災害対策費の災害対策事業費は、１,１７８万９,０００円の計上でございます。 

 １６８ページ、木造住宅の耐震診断委託料や木造住宅耐震改修補助金、自主防災組織等防災訓

練補助金、自主防災組織防災資機材整備補助金などを計上しております。 

 防災センター運営費は、山口県大島防災センターの管理運営費といたしまして、１,８３４万

７,０００円の計上でございます。 

 なお、県からの指定管理料につきましては、本運営費及び職員人件費へ充当しております。 

 １７０ページをお願いいたします。 

 次に、９款教育費でございます。 

 １項教育総務費１目教育委員会費の教育委員会運営経費は、教育委員の報酬、教育委員会会議

等の運営にかかる経費の計上でございます。 

 ２目事務局費、１７１ページの教育総務一般経費につきましては、２,５１９万９,０００円の

計上となっております。 

 会計年度任用職員の報酬に県の補助金を活用した教員業務支援員の経費を増額計上したほか、

１７２ページ、負担金、補助及び交付金では、従来からの周防大島高等学校通学支援費給付金、

学校給食費等補助金などのほか、令和８年度においては、町内から高等学校等に通学する生徒の

保護者に対し通学費の一部を給付する高等学校等通学支援費給付金を新たに計上しております。 

 廃校利用対策経費は、廃校の電気料や草刈り等の維持管理経費として、１,７０４万５,０００円

の計上でございます。 

 １７３ページの学校環境整備経費は、１億７,６８５万６,０００円の計上となっております。 

 校内ネットワークの強化経費のほか、工事請負費では、令和７年度に実施設計をいたしました

小中８校の屋内運動場照明ＬＥＤ化更新工事を計上しております。 

 また、新たな着手といたしまして、委託料の測量・設計・監理業務に、小中学校校舎の照明Ｌ

ＥＤ化更新工事にかかる実施設計業務並びに小中学校の防犯カメラ設備設置に向けた実施設計業

務を計上しているところでございます。 

 語学留学生派遣事業は、町内在住の高校生を対象に、本町と姉妹島縁組をしておりますハワイ

州カウアイ島へ語学留学生を派遣し、参加者の支援を行うもので、１,０５０万３,０００円の計

上でございます。 

 １７４ページ、教職員住宅管理経費は、当該施設の維持管理経費の計上となっております。 

 学校教育一般経費は、派遣指導主事負担金等、学校教育行政にかかる一般経費２,３３８万



- 108 - 

２,０００円の計上でございます。 

 １７５ページの特別支援教育支援事業は、個別の支援が必要な児童生徒に支援を行うため、町

内の小中学校に特別支援教育支援員を配置する経費３,０９６万９,０００円の計上でございます。 

 適応指導教室事業においては、様々な事情で学校に登校できない児童生徒を受け入れ、登校に

向けた支援を行うための適応指導教室支援員の報酬等を計上しております。 

 なお、令和８年度、大島中学校に校内教育支援センターを設置する予定でございます。 

 １７６ページのＳＳＷ派遣事業は、児童生徒が抱える問題の相談業務を専門的に行うスクール

ソーシャルワーカーの派遣に関する経費の計上、読書活動推進事業は、学校司書を町内全ての小

中学校へ配置するための経費の計上でございます。 

 検定支援事業は、児童生徒に基礎的・基本的な学習内容の定着を図り、学ぶ意欲や向上心を育

てるため、漢字、数学、英語の検定試験料を全額助成するものでございます。 

 スクールバス管理運営経費は、スクールバスの管理・運営を行う経費として、１億３,４５１万

９,０００円を計上しております。令和８年度は、バス車両の更新経費等が含まれております。 

 １７７ページの英語教育推進事業は、小学校がグローバル教育推進事業として英語教育に取り

組む経費のほか、小学生イングリッシュ・デイキャンプや、中学生と周防大島高等学校生を対象

に実施するイングリッシュセミナーに対する英語教育推進事業補助金などの計上でございます。 

 外国青年英語指導事業につきましては、ＡＬＴ２名による英語指導事業にかかる経費の計上と

なっております。 

 １７８ページの国際交流支援事業は、英会話への関心と異文化の交流を推進するため、町内の

小中学校へ国際交流支援員を派遣する経費の計上でございます。 

 部活動改革事業は、教育改革センター主任及び中学校部活動の専門的な指導にあたる部活動指

導員を配置するとともに、部活動の地域展開を推進する経費でございまして、６５８万

３,０００円の計上でございます。 

 現在、部活動８種目のうち５種目が既に地域展開する運びとなっており、さらなる推進を図る

ものでございます。 

 ＩＣＴ教育支援事業は、２,５６３万７,０００円の計上でございます。 

 ＩＣＴ活用を効果的に推進するため、ＩＣＴ担当の教育改革センター主任及びＩＣＴ支援員を

配置する経費のほか、１７９ページの委託料には山口県統合型校務支援システムにかかる運用経

費を、また、使用料及び賃借料には、児童・生徒が利用する学習アプリの経費や適切なネット環

境利用のためのセキュリティアプリ利用料等を計上しております。 

 なお、備品購入費１,１３０万４,０００円は、文部科学省の補助金を活用し、中学生分のタブ

レット端末更新を行うものでございます。 
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 教職員等人材育成支援事業は、学校教育研究会補助金など１０４万８,０００円を計上してお

ります。 

 １８０ページ、地域未来づくり事業は、教育委員会及び希望する小学校において、周防大島町

の資源である海を題材とした海洋教育に取り組むための経費が主なものでございまして、負担金、

補助及び交付金には、海洋教育実践校補助金や洋上セミナー補助金を計上しております。 

 なお、笹川平和財団の海洋教育パイオニアスクール助成金の最終年度となる令和８年度は、小

学校副読本わたしたちの大島 海洋学習版を作成する計画としています。 

 米空母艦載機部隊配備特別交付金活用事業（小中学校）は、当該交付金を活用し、各小中学校

における教材備品等の充実を図るため、備品購入費１,１９５万８,０００円を計上しております。 

 なお、令和７年度は各学校等の事業への計上でありましたが、円滑な執行等を鑑み、いくつか

の事業にまとめた形でございます。 

 １８１ページをお願いいたします。 

 続きまして、２項小学校費でございます。 

 １目学校管理費の小学校施設管理経費は、４,０２２万９,０００円の計上でございまして、各

小学校の光熱水費や修繕費、電話料等の通信運搬費、学校警備等の委託料等を計上しております。 

 小学校施設改修事業費は、１億８,２７５万５,０００円の計上となっております。 

 島中小学校と安下庄小学校の特別教室への空調設置にかかる実施設計業務等の委託料や工事請

負費、また、明新小学校の下水道接続にかかる監理業務委託料及び工事請負費の計上でございま

す。 

 小学校事務局経費には、学校医・学校薬剤師の報酬、校長会負担金、１８２ページの小学校各

種検診業務事業には、各種検診等の経費を計上しております。 

 久賀小学校管理運営経費から１８６ページの安下庄小学校管理運営経費までは、各小学校の管

理経費の計上でございます。 

 １８７ページをお願いいたします。 

 ２目教育振興費について、要保護・準要保護児童就学援助事業は、小学校の就学援助費等を計

上しております。 

 久賀小学校教育振興経費から１９０ページの安下庄小学校教育振興経費までは、各小学校の教

育振興にかかる経費の計上となっております。 

 次に１９０ページ、３項中学校費でございます。 

 １目学校管理費について、中学校施設管理経費は１,８１０万円を計上しており、主に光熱水

費、修繕費、光回線等通信運搬費、空調設備保守等の委託料、借地料等でございます。 

 １９１ページの中学校事務局経費には学校医・学校薬剤師の報酬、校長会負担金等を計上、中
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学校各種検診業務事業には各種検診等の経費を計上しております。 

 遠距離生徒通学費補助事業は、浮島在住生徒の通学にかかる渡船定期券購入の補助金でござい

ます。 

 １９２ページの周防大島中学校管理運営経費及び大島中学校管理運営経費につきましては、こ

の２つの中学校の管理経費を計上しております。 

 １９３ページの２目教育振興費の要保護・準要保護生徒就学援助事業は、中学校の就学援助費

等の計上でございます。 

 県体等派遣補助事業は地域展開をしていない中学校部活動への補助金、中高一貫教育事業は貸

切バス等の経費の計上となっております。 

 周防大島中学校教育振興経費及び１９４ページの大島中学校教育振興経費につきましては、こ

の２つの中学校の教育振興経費を計上しております。 

 次に、４項社会教育費でございます。 

 １目社会教育総務費、１９５ページの社会教育振興経費は、会計年度任用職員の報酬、スポー

ツ・文化等の全国大会への参加者を激励するための報償費のほか、車両１台の更新購入費用、社

会教育主事の負担金など、１,９６９万６,０００円の計上となっております。 

 なお、１９６ページの地域活性化起業人負担金は、新しい取り組みとしまして、経験豊かな民

間人材派遣を受け、本町が実施している各種大規模イベントの運営を担う新たな外郭団体の設立

を目指そうとするものでございます。 

 社会教育関係団体補助事業は、婦人会への補助金等を、また、青少年健全育成一般経費は、青

少年問題協議会委員の報酬等でございます。 

 教育支援活動促進事業には、学校・家庭・地域の連携協力推進としまして、従来からの取り組

みであります学校支援地域本部事業にかかる経費に加え、令和８年度は、不登校対応に取り組む

家庭教育支援チームに関する調査研究も実施する計画としております。 

 また、新たに、地域クラブ運営補助金６２５万１,０００円を計上しておりまして、中学校部

活動の地域展開の受皿となる地域クラブ運営団体に対し、運営資金を支援するものでございます。 

 国、県の補助金の活用のほか、ガバメントクラウドファンディングによる財源確保の強化にも

努めながら、さらなる新しい部の創設等も検討して参ります。 

 二十歳の集い事業は、二十歳の節目行事を開催する経費の計上でございます。 

 １９７ページの青少年健全育成関係団体補助事業には、ＰＴＡ連合会補助金などを計上してお

ります。 

 人権教育推進事業は、人権教育を幅広く推進することを目的に実施する人権教育推進大会、人

権学習講座等の開催に要する経費の計上でございます。 
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 ふるさと文化推進事業では、ふるさと文化祭や生涯学習発表会等の開催経費や文化振興会補助

金、文化振興事業補助金を計上しております。 

 １９８ページの生涯学習講座事業は、各地区で実施をしております生涯学習講座の開催や研修

にかかる経費でございます。 

 米空母艦載機部隊配備特別交付金（社会教育）は、昨年度から小中学校で活用を開始しており

ます交付金による備品購入を、社会教育施設においても実施しようとするもので、２２６万

４,０００円を計上しております。 

 ２目公民館費は、生涯学習の推進を図るため、１９９ページから２０２ページにおきまして、

久賀、椋野、大島、橘、日良居の各公民館及びかんころ楽園にかかる管理運営経費の計上でござ

います。 

 なお、久賀公民館管理運営経費には、老朽化した埋設型の高圧受変電設備を地上化するため、

委託料、工事請負費、負担金に、合計４６９万３,０００円を計上しております。 

 ２０２ページ、３目図書館費でございますが、２０３ページから久賀、大島、東和、橘の各図

書館にかかる管理運営経費、図書購入費等の計上でございます。 

 ２０５ページをお願いいたします。 

 ４目文化財保護費でございます。 

 文化財保護・管理経費は、明治維新記念公園等の松枯れ防除など、文化財保護にかかる経費の

計上、服部屋敷・収蔵庫管理運営経費は、施設管理にかかる経費の計上となっております。 

 ２０６ページ、５目社会教育施設費は、町内の各種社会教育施設の管理運営経費等としまして、

合計９,２７９万６,０００円の計上でございます。 

 大島文化センター、東和総合センター、橘総合センター、八幡生涯学習のむら、学習等供用施

設、日本ハワイ移民資料館の各管理経費のほか、宮本常一記念館管理運営経費、宮本常一関連事

業、陶芸の館管理運営経費、歴史民俗資料館管理運営経費でございます。 

 主な増額要因を申し上げます。 

 ２０６ページ、大島文化センター管理運営経費の委託料、測量・設計・監理業務は、施設の照

明ＬＥＤ化及び一部空調設備の改修にかかる実施設計でございます。 

東和総合センター管理運営経費の２０７ページ、工事請負費は、２階和室の空調機取替工事でご

ざいます。 

 橘総合センター管理運営経費の２０８ページ、修繕費は、劣化が著しい舞台のバトンやワイ

ヤーの交換等でございます。 

 八幡生涯学習のむら管理運営経費の工事請負費には、伝承の館のエアコン取替工事、特別収蔵

庫屋根修繕工事等を計上しております。 
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 ２０９ページ、日本ハワイ移民資料館管理経費の修繕費は、入り口玄関の段差を改善するため

の修繕費等でございます。 

 ２１１ページをお願いいたします。 

 ５項保健体育費でございます。 

 １目保健体育総務費、２１２ページの保健体育一般経費では、会計年度任用職員の人件費のほ

か、草刈り等の体育施設等維持管理業務委託料などを計上しております。 

 大島郡体育協会運営経費は、大島郡体育協会及び各支部の体育協会が実施する大会にかかる経

費等の計上でございます。 

 ２１３ページからのサザンレク片添ビーチバレー大会事業、大島一周駅伝・周防大島リレーマ

ラソン事業、サザン・セト大島ロードレース大会事業、サザン・セト大島少年サッカー大会事業

につきましては、観光振興事業助成基金や参加料等を財源とする各大会の運営経費を計上してお

ります。 

 ２１５ページ、米空母艦載機部隊配備特別交付金活用事業（保健体育）は、Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター艇庫やプール、健康管理センターにおける備品購入でございまして、交付金を活用し、

４６０万９,０００円の計上となっております。 

 ２目体育施設管理費は、各体育施設の管理運営経費として、合計６億１,９８８万５,０００円

の計上でございます。 

 主な増額要因を申し上げます。 

 ２１６ページの健康管理センター管理運営経費の委託料、測量・設計・監理業務には、施設の

照明ＬＥＤ化及び天井等の改修工事にかかる実施設計費１,４０７万３,０００円を計上しており

ます。 

 海洋センター管理運営経費の２１７ページ、委託料、測量・設計・監理業務には、屋内ゲート

ボール場すぱーく大島の照明ＬＥＤ化にかかる実施設計費を計上しております。 

 ２１８ページをお願いいたします。 

 総合体育館・陸上競技場管理運営経費につきましては、令和７年度に実施いたしました総合体

育館の外壁・屋根・音響・照明ＬＥＤ化にかかる実施設計に伴う監理業務１,１１５万７,０００円

及び工事請負費５億１,１７２万８,０００円の計上となっております。 

 なお、備品購入費１９７万３,０００円は、スポーツ振興くじ助成金を活用したトレーニング

機器１台の更新でございます。 

 ２１９ページをお願いします。 

 ３目学校給食費は、久賀、大島、橘の学校給食センターの管理運営経費及び備品購入事業とし

て、合計１億３,１１２万９,０００円の計上でございます。 
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 全ての学校給食センターにおきまして、外部委託による調理、配送業務を行っているところで

ございます。 

 なお、給食費の単価改正予定に伴い、各センターの賄材料費予算が増額となっております。 

 また、２２１ページ、米空母艦載機部隊配備特別交付金活用事業（給食センター）は、各給食

センターで必要となる備品購入でありまして、交付金を活用し、４６６万４,０００円を計上し

ております。 

 ２２２ページをお願いいたします。 

 １０款災害復旧費は、１項農林水産業施設災害復旧費に２万円の計上、２項公共土木施設災害

復旧費に２万円の計上でございます。 

 １１款１項公債費１目元金は１６億４,７７２万円、２目利子は１億１,９６７万３,０００円

でありまして、公債費の合計は、１７億６,７３９万３,０００円となっております。 

 ２２３ページ、１２款諸支出金１項１目繰出金では、国民健康保険事業特別会計から下水道事

業特別会計までの各特別会計への繰出金として、合計３１億４,１１６万４,０００円を計上して

おります。 

 なお、病院事業特別会計繰出金には、通常の繰出金のほか、周防大島町病院事業第２期再編計

画における町一般会計からの支援分４億８,０００万円が含まれております。 

 １３款予備費につきましては、前年度と同額の３,０００万円の計上でございます。 

 ２２４ページからは、給与費明細書となっております。 

 ２３３ページをお願いいたします。 

 地方債に関する調書となっております。 

 次の２３４ページは、債務負担行為に関する調書でございます。 

 以上で、議案第１号令和８年度周防大島町一般会計予算についての補足説明を終わります。 

 何とぞ慎重なる御審議のうえ、御議決賜りますようお願い申し上げ補足説明を終わります。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午前11時49分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時59分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

 質疑につきましては、歳入と歳出を分けてそれぞれ一括で行いますが、一般会計予算は、後ほ

ど各常任委員会に付託されますので、各議員におかれましては、それを踏まえて質疑をお願いい

たします。 



- 114 - 

 なお、質疑に際しては、ページの御指示をお願いいたします。 

 はじめに、歳入について質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  １点だけ、予算の編成方針では、創意工夫による一層の歳入確保

ということがテーマとされておりますが、この歳入増への具体的な取り組み方針とか具体策、あ

るいは具体的目標値、そういったところがどのように定められているのかいないのか、その辺の

御答弁をお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  田中議員より御質問いただきました。令和８年度予算の策定ということ

についてはあるのですけれども、歳入のことについてということでお答えをさせていただきたい

と思います。 

 歳入については、令和８年度の予算策定、歳入についてということでは、具体的なことを示し

て予算策定をするということが少し足りていなかったのかなということを思います。 

 ただ、前提といたしまして、入りと出──入りをしっかりと精査をすることによって、そして

また出るもの、これをしっかりと抑えていく、そのバランスをしっかりと取っていくということ

を心がけて、予算策定をしているというところでございます。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  山中副町長。 

○副町長（山中 茂雄君）  ただいまの歳入に関する目標についての御質問について、補足の御説

明をさせていただきます。 

 税収等の具体的な目標数値についての御質問だったと思いますけれども、そこは自然体──実

績等を見まして、人口が減りますから、当然、税収も減る、地方交付税も減るということを踏ま

えながら、先ほど町長が答弁しましたように、入るを量りて出るを制す、歳出の削減等も含めて

予算編成をしてきたものでございます。 

 ただ、歳出が増えております。これは、ごみの焼却処理場、こういった大きな事業が待ったな

しでありますものですから、どうしても歳出は膨らんでおります。 

 ただ、その中でも有利な財源、国庫の支出金、補助金であったり、過疎債を含めた有利な地方

債、交付税で後年度措置される、元利償還金に対して交付税措置される地方債などを優先して、

そういった事業を優先して歳入を組んだつもりでございます。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  歳入のことをお聞きしているので歳出は結構なのですが、町長か

らの御答弁では足りない部分もあったのかという御答弁でしたので、具体的な目標値とか、それ
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に対してどういう取り組みをしていくのかというところは定めていないということだと思います

が、やはり全体のバランスというのを見るのも重要ですが、それをやはり目標として一層の歳入

確保という目標がある以上、それをどう実現していくのかということについては、税収だけでは

ないと思いますけれど、主には税収とか料金関係もあると思います。そういったことを個々に、

例えば収納率を０.５ポイント上げるとか、分かりませんけれど、私がそういう適当なことを言

っているのですけれど、そういう数値目標があって、それに対してどういう取り組みをすれば、

例えば、よく分かりませんけれど、キャッシュレス決済を導入して積極的に活用してやっていく

とか、それは各課専門家の方なので、その辺はいろいろアイデアが出てくると思います。 

 そういったことを定めて、それを見える化して、それでどうですか、全体としてこれだけ歳入

が上がります、実績はそのとおりにならないかもしれませんけれど、歳入増という目標を掲げる

以上、それに対して具体的にどのように進める、実現を図るというところの、目に見える指標と

いうのが必要ではないのですかということをお聞きしたので、その辺、足りていない部分もある

のかもしれませんけれど、それはあまりにも寂しい話なので、今後、どうされていくのかという

ところだけ、そういうおつもりなのかというところだけ、もう１回御答弁をお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  木谷総務部長。 

○総務部長（木谷  学君）  金額はすごく大きいわけではないのですが、一例といたしまして、

今年度、引き続きというところはあるのですが、部活動においてはガバメントクラウドファンデ

ィングによる支援を民間の方からいただこうとしていること、それから、来年度限りではありま

すが、大島大橋の５０周年事業においても、ガバメントクラウドファンディングで資金を何とか

募っていこうという対応をすることが、まず、１点あろうかと思います。 

 また、防衛省の米空母艦載機部隊配備特別交付金につきましても、今年度、新たに社会教育分

野等々による備品の整備等々に充てられるということもありますので、そういった形で有効活用

をしていくというところが一例としてはあろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  私の質問の仕方が悪かったのか、具体例を聞いたわけではなくて、

そういう目標値と具体策をまとめて、それを部門ごとに明らかにして明示して、それで歳入増と

いう大きな目標に取り組んでいくべきではないのですかということをお聞きしたので、それが今

は多分ないのでしょう。でも、それをつくるべきではないですか。それで執行部みんなが共有し

て、歳入増というそこを、目標をどこにするのか分かりませんけれど、それに対して、情報共有

をして取り組んでいくという姿勢が必要なのではないですかということをお聞きしたので、それ

を踏まえてもう１回御答弁をお願いします。 
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○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  田中議員より御指摘をいただいたところでございます。田中議員おっし

ゃるとおり、町の歳入、しっかりと収入を上げていかないといけない。そして、その目標をつく

っていかないといけないということは当然でございます。 

 私も、今年度の予算の取り組みの中で、やはり施設の統廃合であったり、そしてまた施設の使

用料の見直し、また、各種団体の補助金の見直しというようなことも議題に上げながらおったわ

けでございますが、これもなかなか今後の──田中議員がおっしゃるとおり計画をしっかり立て

て、その計画にのっとってそれを原則にしながら、皆さんの了解を取って、そしてそれを実現し

ていくということが必要だと思っています。 

 ただ、計画なくそれを上げて実行していくということではなくて、計画をしっかりつくってい

くということを心がけていきたいと思っております。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 続きまして、歳出の質疑を行います。歳出は全款一括で行います。歳出について質疑はありま

せんか。吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  予算書では１４９ページ、当初予算の概要では１３ページでご

ざいますけれども、観光交流センターの整備事業についてでございます。 

 令和７年の１１月３０日に開催された地元説明会では、おおむね理解を得られたということで

ありましたけれども、その時点では確かにそうだったのかもしれません。その後におきまして、

建設予定地の近隣住民の方やその関係者から、建設地の変更を求める陳情書が提出されるなど、

大きく状態が変わってきております。 

 観光交流センターの建設は町長の悲願であるということは十分承知をしておりますけれども、

やはりこのような状態になってしまった以上は、地域住民の声に真摯に向き合っていただき、丁

寧に対応していただく。そして、我々議会に対しても、その都度都度に御説明を行っていただき、

地域住民の、そして我々の理解を得ながら、慎重に進めていっていただかなければならないと思

います。 

 そして、合意が得られるまでは、委託料の２,３８７万円の執行は行わない。そして、本当に

この場所、現在計画している場所が適地なのかということの検討を再度行うというお約束を、今

日町長の口から聞きたいのですが、いかがでございましょうか。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  吉村議員より質問のありました、観光交流センター整備事業をこのたび
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令和８年度当初予算に設計業務、そして地質調査ということで上げているところでございます。 

 これまでも、この施設についてしっかりと検討をしてきたところでございますが、吉村議員御

指摘のとおり、令和７年１１月３０日に住民説明会があり、そして、その後に皆様から多くの意

見をいただいているという状況でございます。そして先般、全員協議会を開催させていただきま

したけれども、議員の皆様から慎重に進めてほしいというお話をいただいているところでござい

ます。 

 私にとりましても、やはり、まず議会の皆様の御理解がいただけないまま、この取り組みを進

めるわけにはいかないと思っております。ただ、令和８年度の予算に計上させていただいている

というところでございます。 

 計上させていただいているところではあるのですが、この予算の執行につきましては、まず執

行部で考えておりますのが、この計画について、ちょうど令和８年度に観光振興ビジョンの策定

を予定しております。そのビジョンを策定するにあたりまして、委員会を設けます。その委員会

には、観光の専門分野の方であったり、また住民の代表の方であったり、また観光協会の皆様で

あったりということで、そういった専門家の皆様にも意見を求めていきたいと思っております。 

 その中で、あの地が適地なのかどうなのか、そしてまた住民の皆様、そしてまた議会の皆様の

理解をいただけるのかどうなのかということを、年度が始まりまして６月に第２回定例会があり

ますけれども、それまでにやはり委員会も開催をし、そしてまた皆様の御意見をいただきながら、

まず６月に全員協議会の開催を目指して、その折に、皆様にいま一度、御協議をいただく機会を

設けることができればと思っているところでございます。 

 そして、土地の取得、そういったことも含めて、そしてまた、今回当初予算で上げさせていた

だいているものも含めまして、こちらの予算の執行につきましては、議会の皆様と協議をしなが

ら進めさせていただくということを、この場でお約束させていただきたいと思います。 

 皆様、引き続き御理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はありませんか。白鳥議員。 

○議員（７番 白鳥 法子君）  ７番、白鳥法子です。 

 今の部分にも関連するのですけれども、あともう１点、基金にも関連してくるお話になります

ので、この場で御質問をさせていただきます。 

 先ほど話題になりました観光交流センター整備事業ですけれども、基本的にこういう土地、今、

町有地でないところに新たに施設を建設しようとする場合の流れとして、１点、土地開発基金で

土地を先行取得して、それを一般会計で買い戻して、その次に基本設計をして実施設計、建設、

建築となる流れでいいのかどうか教えてください。 

 また、今回の予算の中で、土地開発基金や土地に関する一般会計の予算の動きが見えなかった
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ので、そのあたりの整合性についてお伺いできたらと思います。 

○議長（荒川 政義君）  松村産業建設環境部長。 

○産業建設環境部長（松村  浩君）  まず、１点目の土地を購入、基金を使うか使わないかは別

として、土地を購入する、今回は基金を使って先行取得をした後にという形を取っておりました

が、直接予算を組んで買う場合もあります。 

 次に、今回は購入費は基金ということで、令和８年度の予算には上げておりませんが、建設を

するつもりでありました令和９年度の予算に、買戻しの予算を上げる予定としておりました。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  白鳥議員。 

○議員（７番 白鳥 法子君）  御答弁ありがとうございます。そもそもの予定としては、今年度、

基金で先行取得して、建設を予定している令和９年度に買戻しということで、予定のところは理

解したつもりですけれども、取得する前から設計、地盤調査ということは、順番としては難しい

のではないかと思うのですけれども、基本的な流れとしては、土地を取得した後でそういう基本

的な設計が行われるのかどうなのかというところを再度、一般的な流れとして御説明をいただけ

たらと思います。 

○議長（荒川 政義君）  今尾財務課長。 

○財務課長（今尾 勝則君）  ただいまの御質問でございますが、一般的には、当初予算に土地の

購入費を同時に組みまして、そこで土地を買って設計、工事をするというのが一般でございます。 

 このたびのように、施工したい場所がまだ民地であるという場合には、いざ設計をして工事を

しようとしたときに、もうその土地が買えないということになってはいけませんので、そういう

ときのために土地開発基金がございます。 

 開発基金は、土地を買うための資金を持っておりまして、土地の面積が５,０００平米を超え

る場合には議会の承認が要るのですが、それ以外につきましては、基金の処理として買うことが

できるというものでございます。 

 手続につきましては、何のために先行取得が必要なのか、それは将来的には一般会計で買い戻

してもらわないと塩漬けの土地になってしまいますので、本当に実現可能なのかというところの

関係書類を、担当課から財務課に提出をいただきます。その中身を精査しまして、最終的には町

長の決裁を仰いで、土地開発基金を投入するという流れになります。 

 したがって、本来設計をするまでには、一般的には土地は取得するべきだと考えます。 

 ただ、先ほどの町長の答弁で、令和８年度に入りまして当面、ビジョンの作成委員等の専門家

から意見を聞きながら方向性を改めて、というお話がありましたので、それまでは土地開発基金

の出番はないものと私は思っております。 
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 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  白鳥議員。 

○議員（７番 白鳥 法子君）  御説明ありがとうございます。 

 最後に、事務的フローですけれども、一般的に候補の土地が確実に事業に使われるということ

の審査が通った場合に、基金で先行取得をし、その基金で持ったまま設計を行うものなのか、基

金から一般会計に買い戻したうえで設計を行うものなのか、そちらを最後教えてくださいという

ことが１点と、もう１つ別で、ＬＥＤ化にかかる予算ですけれども、資料を見た段階ではよく分

からなかったのですが、先ほどの御説明を受けると、かなりいろいろな公共施設のＬＥＤ化の予

算が散らばって計上されているように拝見いたしました。 

 現在、そもそも自治体に限らず、ＬＥＤ化というのが今の日本の課題にはなっておりますけれ

ども、全国の自治体では、公共施設のＬＥＤ化に取り組まれていますが、様々な効率的な更新方

法が導入されています。サウンディング型の市場調査を行ったり、ＰＦＩ方式を取ったりと手法

は様々ですが、結局は一括発注による窓口の一本化による事務の効率化や経費削減の工夫、空間

に見合った照明器具の設置に取り組まれているというのが事例としてあげられております。 

 本町の公共施設のＬＥＤ化にあたっては、一括発注を検討されたのかどうなのか、また、検討

された場合、結果としてばらばらに行うことになった理由を教えてください。 

 また、本町全体であとどのぐらいの施設でＬＥＤ化が必要なのかを、どこかの部署が全体的に

把握されているのかどうかもあわせて、お伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  今尾財務課長。 

○財務課長（今尾 勝則君）  まず、設計のときの土地でございます。おっしゃるとおり、土地が

先なのか設計が先なのか少し迷うところではございますが、そもそも土地開発基金が土地をもう

取得しているという前提が──必ず目的があって、その目的のために一時的に保有しているとい

うところでございますので、そもそも実現の可能性がなければ、土地開発基金で買うことがいか

がなものかということになりますので、まず目的は決まっている。 

 その中で、その目的に応じた設計をしたいということであれば、基本的には建築する年に土地

の予算を上げることが多いので、そうなると設計が前の年になることも実例としてはあるかと思

っておりますが、その辺は、やはり当初予算の状況のときに、土地の買上げと同時がいい場合も

あるという想像はありますが、目的自体が違う目的に変わるとまずいと思うのですが、土地の取

得目的である設計であれば、そういうこともあり得るとは思っております。 

 もう１点、ＬＥＤ化につきましては、統括的にやっている部署はないと思っておりますが、推

進をしている課はあろうかと思います。予算的には、どの施設をどこにというところは、統括的
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にお話があったことはないと記憶しております。各施設の管理をしている課が、自主的にいつや

るかというところを考えていると思います。 

 ただ、なかなか予算編成が厳しくなってきておりましたので、今年度から、大型事業につきま

しては、夏ぐらいから各課からの要望を取ろうということをしております。その中には、各施設

がＬＥＤ化をやりたいと、あるいは２年後にやりたいとか、各課の大型事業が１か年に集中する

ことも避けたかったものですから、あの施設が載っていないとか、そういうことはしますが、統

括的には管理しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  ４点ほどお尋ねをいたしますが、これは毎回お聞きするので、今

年も一応お聞きしますが、安心・安全づくり、元気づくり、未来の基盤づくりという３本の柱を

実現するという予算だと思うのですが、そういう抽象論ではなくて、１０年後に具体的にどうい

う町の姿、何を柱にした中心にした町の姿を想定しているのか、目指しているのか、それで、そ

の目指すべき姿に対してこの令和８年度予算でどういうことを達成し、どれだけの進捗が図られ

るのか、そういったところを端的で結構なので、教えていただきたいと思います。 

 ２点目、予算書の８２ページに福祉タクシー利用助成事業がありますが、先般、手続をさせて

もらいましたけれど、これ、もう四、五年前かと思うのですが、この手続に行くのに、タクシー

に乗って行かれる高齢者の方がいる。そういうことはやめましょうということを委員会で申し上

げたと思うのですが、まだ改善されていないと思われたので、そこら辺の手続の改善がされてい

るのかどうなのか、そこを御答弁ください。 

 ３点目、予算概要の３３ページに、再編交付金の事業の一覧がありますが、これが高潮対策、

三蒲東浜地区というのがもう数年にわたって計上されている。大きな予算が計上されているとい

うことで、この再編交付金のそもそも事業の割り振りというんですか、予算の割り振り、それを

どういう方針というんですか、基準で定められているのか、そこを教えてください。 

 ４点目、教育委員会の関係で、住民監査請求があって、図書館システムについてです。それに

ついて、監査結果で、監査委員から具体的な意見として、業務に関する書類の作成とか、専門知

識の確保ということに対して、具体的に業務担当課内のみならず、他部署間の連携により、専門

知識を要する業務への技術的支援が可能な体制を構築することという意見が付されています。 

 これについて、この予算の中に具体的な措置がされているのか、されていないのか。いろいろ

対応方法はあると思うのですが、対応されるのかされないのか。対応されるのであれば、予算措

置はされているのかされていないのか。されていないのであれば、どういう方法でこの改善策を

講じるのかというところを最初に御答弁お願いします。 
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○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  まず、私から、毎年、田中議員から御質問をいただいております。この

年度の新たな予算、何をどんな姿をということでございます。 

 具体的なことも言いながらお答えをできればと思っておりますけれども、令和８年度予算とい

うのは、予算を策定する前の、今年においては秋の段階、令和７年の秋の段階から、例年より前

倒しで予算策定を行うということにいたしました。そして、大型事業、こちらは早めに査定をし

ていこうということ、大型事業については早めに上げて査定をしていくということを行ってきた

ところでございます。 

 そして、一般会計が１７１億５,０００万円ということで、昨年比１１.２％増、そして、４つ

の特別会計と２つの企業会計を合わせて計３１８億３,１８６万５,０００円と、プラス２.９％

という令和８年度の予算になっております。 

 そして、大事な財政調整基金、こちらをおよそ１８億円取り崩すということになっておりまし

て、昨年の予算策定の時点で、この財政調整基金が残り６８億円ということで、そして、毎年こ

のペースで取り崩していくと何年もつかということをしっかり想定しなくてはならないというこ

との共通認識を持ちながら、策定をさせていただいたところであります。 

 その中で、ではどのように、具体的にこの予算策定を効率よく行うかということの中では、や

はり先ほどからも説明がありましたけれども、米空母艦載機部隊配備特別交付金などの国の補助

金、そしてまた交付金、また、国の財政措置が手厚いという地方債、いわゆる過疎債が中心にな

ろうかと思いますけれども、そういった有利な財源を活用しながら財源確保を行ったところであ

ります。 

 そして、国の、今、厚生労働省においては、３０年後、４０年後を見据えた新たな地域医療に

ついて計画をされています。これを我々も病院事業がありますので、そういったことを目にする

ことが多く、やはり我々も、本町も各種計画、総合計画をはじめとする計画によって、その計画

をしっかり原則として、１０年、２０年後を見ながら、聖域なき改革を行っていかなくてはなら

ないということを共通認識として動くということにいたしました。 

 そして、今年度の予算は、まず物価高騰、そして人件費高騰、さらには施設の維持管理費が大

きく高騰しています。その中で予算策定しないといけないということでございました。そして、

さらには病院事業に今年度は４.８億円の繰出をしなくてはならない。そしてまた、下水道、水

道、各会計の繰出を行いながら有利な財源も活用しということで、無駄をなくした予算になって

いると考えております。 

 今後は、具体的には先ほども申しましたけれども、施設の統廃合であったり、そして、施設の

使用料であったり、そして各種団体の補助金の見直しであったりというようなことも考えていか
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なくてはなりません。 

 そして、まずできること、今年度からできることということで、これは昨年度から行っており

ますけれども、出張所の機能を郵便局に委託をしていくという取り組みを進めています。これも

計画をしっかりつくって、その中で進めていることでありますし、それに基づいて進めてまいり

たいと考えているところでございます。 

 しかしながら、本町の人口を何とか保っていかないといけないというための戦略として、移

住・定住、そして子育て支援、これはやはり必要なことであり、しっかりと予算化をするように

いたしました。 

 結婚の支援、そしてまた地域おこし協力隊の充実、危険空家の除去補助の増額、そしてまた、

子育てはじめのいっぽであったり、高校の通学支援であったり、そういったこともしっかり予算

化をするようにいたしました。 

 やはり我々は、１０年、２０年先をしっかり見据えていく、そして、１０年、２０年たったと

きに、１０年、２０年前は何も未来に対して対応していなかったと言われないように、そのよう

にならないように、計画としっかり原則を重視していくということを心がけたところであります。 

 そして今、一番大きな改革というのが、病院事業の改革、第２期再編を行っております。これ

が大きな組織であります。町が支援をしなくてはならない中で、共倒れをしないように、一体と

なって課題を解決していく必要があるということで、病院事業の改革も一体となって進めていく

ということであります。 

 今までのように、物価高騰、人件費高騰が非常に深刻になってきておりますので、それに耐え

得る筋肉質な体制をつくっていくということを目指し、その足がかりとなるような予算を作成さ

せていただいたところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  濱中福祉課長。 

○福祉課長（濱中 靖夫君）  田中議員の２点目の福祉タクシー利用助成の手続についての御質問

にお答えをいたします。 

 福祉タクシー利用助成の申請手続につきましては、従前から、本人でなく代理の方からの申請

もお受けしていました。この福祉タクシー利用助成の申請の周知につきましては、毎年２月ぐら

いの広報と、ホームページによって周知を図ってきましたが、その両者とも、申請が代理でも可

能であるというところの記載がございませんでしたので、今後は、広報で改めたいと考えており

ます。 

 また、ホームページは、既に代理の申請が可能であるということを追記しております。これは

やはり様々な方から電話をお受けして、代理でも申請は大丈夫なのかという声を結構聞いたので、
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この部分につきましては改めております。 

 また、福祉タクシーの運用につきましても、またこの１年をかけてしっかり、やり方について

も検討してまいりたいと思います。 

 先ほどの代理申請につきましては、しっかり周知を図ってまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  今尾財務課長。 

○財務課長（今尾 勝則君）  ３点目の御質問の米空母艦載機部隊配備特別交付金のことでござい

ます。財務課が所管というわけではないのですが、予算査定という立場から答弁をさせていただ

きます。 

 まず、毎年約１億５,０００万円の内定が政策企画課等に下りてまいります。この中で、もう

既に、前身の再編交付金のときからいくつかの基金を設けておりますので、基金が底をつきこの

事業はもうできませんとなるとよくないと思いますので、まず、既存の基金を何年に１回積んで

いけば継続できるのかというところで、まず予算を確保します。 

 次に、再編交付金の時代から漁港施設、漁港関連の高潮対策に、やはり長年大きい計画はある

もののあまり進んでいないというところがありましたので、１か所ずつでも推進をしていきたい

というのが、もう１０年前ぐらいからありまして、おおむね５,０００万円をめどに、まずは油

田を手がけ、油田が終わりかけたので、次はというところで、協議の中で三蒲となり、現在、三

蒲であります。 

 今年度、三蒲が７,０００万円と大きい数字になりましたのは、工事の進捗状況で、そこまで

やっておいたほうが切りがいいというところがございまして、今年度は７,０００万円となって

おります。 

 そのほかの今年度で申し上げますと、ＩＣＴ教育支援事業、それから小中学校の備品や給食セ

ンターの備品、初めて社会教育課周防大島町大島文化センター等の備品にも手がけておりますが、

これらにつきましては、予算編成よりもっと前の段階で、所管課である政策企画課が、各課に、

米空母艦載機部隊配備特別交付金事業でやってみたいものがあるか募集を各課にかけております。

これに基づいて防衛省と事前協議をします。防衛省がノーと言うと、この交付金を充てられない

ものですから、その中身の協議をして、内諾といいますか、それが出てくれば、事業内容として

は大丈夫だというものが、また予算要求で上がってくることになります。 

 そのほか、上がってこないものもございます。予算要求査定のときに、各課からは一般財源と

して要求があった事業を査定する中で、長年、我々も交付金を見てきておりますので、これは協

議をすれば充たるのではなかろうかと査定の中で判断をするときもあります。そのときには、直

ちに政策企画課に話を持っていって、防衛省と協議をしてくれということで、内々の方向性が出
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れば、これは財源調整をして当初予算に上げようという流れでやってきております。 

 年間約１,５００万円ですが、これは３３ページを見てもらったらと思います──ごめんなさ

い１億５,０００万円ですが、当初予算では約１億円しか上がっておりません。これは、これか

らの事業の進捗状況を見ながら、もらえる内示額を１円でもおろそかにしないために、進捗状況

を踏まえて、残りの残高を１２月補正等で全て基金に積んで、もらえるものは全額もらったとい

う形を取るために、当初では全額になっておりませんが、この残った部分と事業費の残を、後の

補正で基金に充てていくという流れになっております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  木谷総務部長。 

○総務部長（木谷  学君）  ４点目の図書館システムにかかる監査結果のことについて、契約事

務の改正についてということだと思いますが、このことについて、まず、令和８年度の当初予算

での要求というか、今回の要求については、予算措置はされておりません。 

 ただ、業務を進めるにあたって、契約業務等を事業課ではないセクション等が進めるにあたっ

ては、やはりいろいろ不明な点や不安な点があろうかと思います。このような場合は、契約管理

や施設整備等のセクションなどで、相談や調整が図れるように横の連携を強化することについて

は、先日、管理職間で話合いをしたというところでございます。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  星野教育長。 

○教育長（星野 朋啓君）  田中議員の御質問にお答えいたします。 

 補足になりますけれど、教育委員会としては、この図書館システムのことについては課題がた

くさんあったと思っております。結果として、職員に非常に負荷がかかりまして、そのリカバ

リーにも時間がかかりました。こういうことを起こしてはいけないと思っております。 

 まずは、教育委員会の中で情報がうまく流れていなかったのが一番の問題でした。その職員が

どのような経験をしてきたのかも踏まえて、やはり指導的立場にある役職の者は、しっかりそれ

を捉えられるだけの危機対応能力を持たなければいけないと思っています。 

 今、教育委員会は非常にたくさんの大きな工事をする時期に入っております。次々、これから

も大きな工事、建設、設計も含めてあるのですけれど、そこをどうやって乗り切るかということ

が非常に問われておりまして、先ほど、木谷総務部長からもありましたが、協力体制はもう確実

に必要になってきます。 

 いつも言いますけれど、最終的には一人一人の職員の人材育成がとても大事になります。それ

をできるだけ計画的に、どの部署でどの時期にどういうことをすればいいかというのを、やはり

考えていく時代になったと私は思っております。まずは、教育委員会の中でどのように育ててい
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くか、あと守っていくかということを考えながら、町の仕事が職員の頑張りによって進められる

ようにつくっていきたいと思っておりますので、その意気込みはお伝えしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  再編交付金の施設で、進捗が図られていなかったもの、遅れてい

たものを対策するということですが、これは国庫補助事業等の対象にならないものを、この再編

交付金の対象にならないから遅れてきたということなのかどうなのか。その辺だけ教えてくださ

い。 

 それと、今の図書館システムのことですが、これ私今さらというのか、図書館システムのこと

をどうこう言っているわけではないし、担当者の方がどうのこうのという話ではなくて、監査委

員から指摘を受けていることをどう捉えてどう実現するのか。契約事務の話でもなくて、専門知

識を要する業務への技術的支援が可能な体制を構築するようにと、はっきり指摘されている。こ

れは、先ほど答弁があったように、内部で連携を図るということで解決できる問題ではないと私

は捉えています。これ担当者１人がやっている仕事ではないので、町として組織としてやってい

る仕事で、教育委員会だけの問題でもないし、町全体で考えるべきことだと私は思います。今ま

で、連携もやろうと思えばできたけれどできなかった、結果的に。そういうことだと思う。何よ

り決裁のシステムがあって、多くの方が手続に決裁印を押して書類を目にして、その結果でこう

いうミスが起きているということで、そこを今までどおりの体制のままで、単に言葉だけで、教

育長が意気込みを言われましたけれど、意気込みや連携を図るとかいう言葉だけで、この指摘に

対して、はいそうですかということはできないです。ではこれまで、ここまで指摘を受けても何

もしないのですか。具体的にこうやって解決するということを示してほしいというのが私の質問

です。そこをやる気があるのかないのか。これは教育委員会だけの問題ではなくて、町としてど

うされるのか。先ほど木谷総務部長が答弁されましたから、木谷総務部長が答えてください。そ

れは、町としてどういう体制を構築するのか。体制を構築するように指摘を受けているわけです。

もうそれは関係ない、もう無視します、何もしないと言うのなら、今からまた教育委員会で大規

模工事があるというのなら、もっと深刻な事態も起こるかもしれません。そこをどう予防するの

か。今までどおりの体制ではおそらくそれはできません。できると言うのなら、どうやって仕組

みとして予防するのか。対策をするのか。そこを具体的に答弁してほしいという質問ですので、

よろしくお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  江口施設整備課長。 

○施設整備課長（江口 光幸君）  ３点目の高潮内水浸水対策整備事業ですけれども、これは国庫

補助事業の対象となっております。ただ、今ほかの地区の和田だとか、志佐だとか、そういった
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ところで海岸保全の事業をどんどん進めておるのですが、補助金の付きが悪いというところもあ

りまして、それを待っておったらなかなか事業が進まないということで、国庫補助金よりも配分

の１００％補助ということがあり、米空母艦載機部隊配備特別交付金を活用して事業を進めてお

るところであります。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  木谷総務部長。 

○総務部長（木谷  学君）  体制づくりのお話と思います。まず、建設関係等の事業課において

は、現場管理等のノウハウ、契約等仕事を進めるにあたってのノウハウを持っておりますが、や

はり今言われるように、教育委員会等々では、今現在の人員では、工事等の経験が乏しい職員が

大半であることは、そのとおりでございます。 

 今後、工事の発注見通しなどを考慮しながら、関係あるセクションを集めて研修会を開催する

など、職員の資質の向上を図りたいということがまず１点あります。町村レベルで専門的なセク

ションというのを設けるのはなかなか難しいと考えております。しかし、そういったノウハウを

持った人材をそういうセクションに位置づけるということについては、そういったことは少し考

慮しながら、いろいろな人事異動等も含めて、また会計年度任用職員等も含めて考えていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  答弁としては前回と同じような気がしますが、研修会は、もちろ

ん日頃からやっておられると思う。それでもこういうことが起きている。施設整備課、そういう

土木の事業の専門部署もある。今までもあった。研修会もやられていた。もちろん資質向上も、

組織としても個人としても努力されてきているはずです。それでもこういう問題が起きたという

ことなので、そこを今までどおりで解決できるはずはない。それを、今日、この場で具体策を答

弁してくれということを言っているのではなくて、それに取り組みますか。端的に言えば、この

監査委員の指摘をスルーしますか、それとも真摯に受け止めて、ここに書いてあるように、技術

的支援が可能な体制を構築することという意見を真摯に受け止めて対策を講じますか。これはも

う今日の話ではないので、もう何か月も前の指摘の話なので、これは半年ぐらい前の話です。今

までも多分できていた、やろうと思えばできていたけれどやっていなかった。そこはもう置いて

おきます。 

 でも、今から先もそれを無視したまま、目を向けないままこのままの体制で進めれば、またい

ずれ同じ問題が起きます。そんな大規模な対策を、大きな予算をかけて機構改革をしてくれとい

う話ではなくて、ごくごく基本的な話なので、予算が伴うことは当然でしょうけれど、それをい
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かにして少ない予算でやっていくのか、対策を講じるのか。そこは工夫次第でもあるし、それを

どのように進めるのか。取りあえず今日の質疑では、対策を進める気持ちがあるのかないのか。

表向きの研修とか人材育成とかそういう言葉はいりませんので、具体的にやる気があるのかない

のか、町として、そこだけ最後に答えてください。 

○議長（荒川 政義君）  梅木総務課長。 

○総務課長（梅木 義弘君）  ただいま田中議員からいただいた御意見のところですけれども、当

然、監査委員から御指摘があったというところは非常に重く受け止めておりますし、対策として

全くやらなくていいと思っているわけではございません。当然、対策は行わなければならないと

思っております。 

 具体的にどういうことをするのかというところは求めておられないということ、今回は求めな

いということでございましたが、今考えておるのは、当初予算の編成時期になれば、次年度の設

計とか工事というのはある程度見えてきますから、そこに対して、例えば人事異動なり専門の知

識を持っておる臨時職員なりというのを充てがうということも可能ではないかという、あくまで

も考え方のところで、まだ確定の事項ではありませんけれども、そういったところの協議は始め

ておりますので、何らかの手段は取っていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はありませんか。新田議員。 

○議員（９番 新田 健介君）  いくつか質問させていただきます。 

 まず、予算書の５７ページ、当初予算（案）の概要では２５ページ、関係人口交流促進事業に

関してですが、サードプレイス創出事業ということで当初予算（案）の概要の２５ページに記述

があるのですが、このターゲットを若者とした理由と、そもそも若者は何歳から何歳までなのか

教えてください。 

 予算書の５７ページの報奨費に９万円の計上がございますが、これは誰に対するもので、実際

にこの事業自体がどのようなものなのか。新たな仲間づくりの場の創出を目指すということのよ

うですが、これはどこの場所を考えているのか、お聞かせください。 

 続きまして、予算書の６９ページ、当初予算（案）の概要では１９ページ、地域おこし協力隊

事業に関しまして、定住関連の委託料の５１９万円は、当初予算（案）の概要の１９ページの文

面の最後に記述のある専門的知識等を有したアドバイザーの関連経費になるのではないかと思う

のですが、これはどのような人材をどういった形で応募採用していくのか。あわせてこの委託料

の詳しい内訳も分かれば教えてください。 

 続きまして、予算書１７８ページのＩＣＴ教育支援事業の説明があったと思うのですが、中学

生のタブレットの購入費用だと思うのですけれども、これは買取だと思うのですが、中学１年生
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から中学３年生分、何名分の計上なのかと、リースは考えなかったのか。そこを教えてください。 

 もう１点、予算書の１９６ページ、当初予算（案）の概要では２３ページです。地域活性化起

業人制度活用事業４４２万５,０００円の負担金の計上がありますが、これはどのような内容な

のか、もう少し詳しく教えてください。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  神戸空家定住対策課長。 

○空家定住対策課長（神戸 和雅君）  ただいま新田議員から御質問をいただきました関係人口交

流促進事業の件についてでございます。 

 まず、サードプレイス創出事業は、どういったことを想定しているのか、若者というのはどう

いった範囲なのかという御質問でございました。 

 今回、サードプレイス創出事業として想定しているのは、高校生以上の若者を対象として考え

ております。令和８年度４月から周防大島高等学校は県立大学附属になるということであります

けれども、そのことで、おそらく町外から入学してくださる生徒も増えるでしょうし、周防大島

町には従前から大島商船高等専門学校と大島看護専門学校に町外から通ってくださる、そして学

生寮もあって、周防大島町に住みながら学校に通ってくださる若者がいるわけですけれども、今

回、山口県立大学の附属高校になるということで、これから若者がまた増えてくる。この学生時

代を周防大島町に住んで、暮らしていただくのですが、卒業後は進学したり就職したりで町外に

出ていくということであったと思います。 

 今回のこのサードプレイス創出事業では、高校生以上の若者、高等専門学校生、専門学校生、

そういった生徒と、この３校の交流も含め、そして地域住民の方との交流も含め、イベントを通

して周防大島町に──まずサードプレイスというのは、ファーストプレイスが家庭、セカンドプ

レイスが職場とか学校、そしてサードプレイスがそのほか第３の居場所ということで、そういっ

た若い人たちに町内に第３の居場所をつくってもらって、そして卒業後も周防大島町を第２のふ

るさとという気持ちを持って卒業していってくださることで、今後の関係人口の創出、それから

いずれは移住定住にもつながっていくかもしれませんし、そういったことで、関係人口の創出と

いうことでサードプレイス創出事業を展開していこうと考えております。 

 具体的にどういうところを想定しているのかということですけれども、そこはまだ具体的な場

所というものが見つかっているわけではございませんけれども、今後、地域との交流の拠点みた

いなところも含め、事業を進める中で探していきたいと思っております。 

 それから、地域おこし協力隊経費の中の委託料のところで、地域おこし協力隊の募集支援、そ

れから活動支援の委託料を組んでいるのですが、こちらのいきさつを申しますと、令和７年度、

地域おこし協力隊の募集を商工観光課そして農林水産課で行っております。ただ、募集はしたも
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ののなかなか応募者が集まらない。来たとしてもまたふさわしい方ではなく採用に至らなかった

りとか、そういったことが続きました。これをどう打開していけばいいのかということで、空家

定住対策課が地域おこし協力隊の取りまとめの課でございましたので、検討していく中で、総務

省の地域おこし協力隊アドバイザー派遣制度というのがあるということを知りまして──これは

全額総務省の費用で行われるものです。これにアドバイザーの派遣をお願いしまして、事前の打

ち合わせに１時間、これはリモートでやって、実際に周防大島町に来ていただいて、丸１日かけ

ていろいろな助言をいただいたということでございます。 

 その中で、今まで地域おこし協力隊の募集をいろいろやってきたわけですけれども、募集の仕

方においてもっと見直すべき点がたくさんあったということ。それから、地域おこし協力隊の事

業内容についても、もっとしっかり練り込んでいく必要があったということを御助言いただきま

して、令和８年度には、また新たに５名の募集を予定しておりますけれども、そういった方に対

しての募集について、採用の進め方と採用の要項のつくり方、募集の出し方、業務のつくり方、

そういったところも含めアドバイザーに来ていただいて、しっかり御支援をいただいて、もっと

具体的に、しっかりこちらの要望・希望に応じた方を募集ができるような事業をやろうというこ

とで、そのアドバイザーの方にまた来ていただく委託料を組みました。これは、１日とか２日と

かいう話ではなくて、実際に何度もこちらに足を運んでいただいて、現場を見ていただきながら

課題を見つけていただいて、その課題解決に向けていろいろなアドバイスをいただいて、一緒に

なって募集要項なり事業の内容を考えていくということで、委託料を組ませていただいておりま

す。 

 次に、この事業の内容ですけれども、募集支援は、募集要項の作成から募集の記事の出し方と

か宣伝の仕方、それから募集の際の面接の仕方とか、そういったところまでを含めて御支援をい

ただく委託料になります。 

 活動支援は、募集した新規の地域おこし協力隊に対する初任者研修であったり、それから地域

おこし協力隊と一緒に活動する職員のための研修、それも含めた委託を考えております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  中原教育次長。 

○教育次長（中原 藤雄君）  １７９ページのＩＣＴ教育支援事業の備品購入費でございますが、

これにつきましては、令和８年度から令和９年度にかけて第２期ＧＩＧＡスクール構想の推進に

向けた児童生徒の端末機の整備を行う予定としております。 

 令和８年度につきましては、中学生分で２０４台を計上させていただいております。 

 何故、リースにしなかったのかということでございますが、この購入につきましては県の共同

調達で、県でプロポーザルを行って共同調達を行うという形をとっておりますので、その形で周
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防大島町としても参加をさせていただいて、県と一緒に共同調達をさせていただくという形をと

る予定にしております。 

 それから、１９６ページの社会教育振興経費の地域活性化起業人制度活用事業についてでござ

いますが、この地域活性化起業人制度は総務省推進の制度でございまして、地方公共団体が３大

都市圏等に所在する企業等の社員を一定期間──これは６か月以上３年未満になりますけれども、

一定期間その社員を受け入れることによりまして、専門的なノウハウや知見を活かして即戦力人

材として、地域の課題解決または地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事するとい

うことで、地域活性化を図る取り組みとなっております。この取り組みに対しては、国の特別交

付税措置がありまして、年間１人あたり、５９０万円の上限がございますが、この制度を活用し、

教育委員会としましては、令和８年度以降３年以内に外郭団体の設立を目指す準備をしており、

主に４大大会、例えばサザンレク片添山口県知事杯ビーチバレー大会や大島一周駅伝、サザン・

セト大島ロードレース大会、サザン・セト大島少年サッカー大会の大規模スポーツイベントの開

催にかかる準備や調整をはじめとし、大島郡体育協会や周防大島町文化振興会の実務を担うべく、

この地域活性化起業人制度を活用して進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  新田議員。 

○議員（９番 新田 健介君）  ありがとうございます。 

 たくさん質問しすぎて、どれがどれか分からなくなりました。 

 まず、サードプレイス創出事業は、私もあったらいいなと今聞いていて思いました。すごく思

いは分かりますので、しっかりと進めていただいて、まず場所をどこにするかというのが非常に

重要だと思うので、安下庄には兄貴分の吉村議員もいますので、この辺りと相談して、しっかり

と進めていただきたいと思います。 

 次が、地域おこし協力隊関連です。これはよく分かったので、また何かあったらこれは質問し

ます。 

 ＩＣＴ教育支援事業に関しましては、共同調達ということで致し方ないところはあると思うの

ですが、一昨年ぐらいまでに中学１年生、中学２年生のタブレットを買っていますが、令和９年

度にまた購入予定があるのか。そのあたりで、本当に共同調達ではなくて単独でリースに切替え

ていく、どこかで切替えていかないと、多分、今からどんどん更新の時期も早くなってくると思

う。そういった中で、今回は約５、６年前に１回、中学生はそろえておると思うので、おそらく

また数年たったら、また同じように１,０００万円単位で出てくると思うので、この辺りのこと

を含めて考えていただきたいです。来年度に購入予定があるのかだけ教えてください。 

 最後、地域活性化起業人制度活用事業のもろもろです。これも３か年ぐらいは継続してこの事
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業をやっていくという認識でよいのかと、今後、当初予算（案）の概要でいうとこの次のページ

にあたるところに、いろいろなイベントが載っています。最終的にこの外郭団体を立ち上げて、

この方々というのがこういう運営にも入ってくるのか。私は本当にこれはすばらしいことだと思

う。外に振っていくべきだと思っている。社会教育課は社会教育課としてのあるべき姿で働いて

いただきたいから、こういうイベントごとというのはプロに任せて、最終的には運営もろもろを

こういう団体及び有償のボランティアに振っていくべきだと思うのですが、その辺りの見込みが

どうなのか教えてください。 

○議長（荒川 政義君）  中原教育次長。 

○教育次長（中原 藤雄君）  ＩＣＴ教育支援事業の関係でございますが、令和８年度は中学生の

クロームブックを購入する予定としておりますが、令和９年度には小学生のクロームブックを購

入する予定としております。 

 それから、外郭団体を立ち上げる件でございますが、一応、この地域活性化起業人制度活用事

業は、６か月以上３年以内で活用ができる制度となっておりますので、この３年の間に何とか外

郭団体を立ち上げ、大きな４大大会等の運営なりを全て任せられる団体を立ち上げていければと、

今考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  新田議員。 

○議員（９番 新田 健介君）  ありがとうございます。 

 令和９年度に小学生に買うということで、これが何名分なのか教えてください。何年生分なの

か。 

 少し戻りまして、先ほどの地域おこし協力隊のアドバイザー、今回、空家定住対策課・政策企

画課・農林水産課・商工観光課でまたがって何人かいるが、このアドバイザーというのも、それ

に合わせて御一方ずつ来られるのか。この御一人がマルチに、それぐらいプロフェッショナルな

方が来るのか。その辺り分かれば教えてください。 

○議長（荒川 政義君）  神戸空家定住対策課長。 

○空家定住対策課長（神戸 和雅君）  地域おこし協力隊アドバイザー派遣制度についての御質問

でございましたけれども、今年度来ていただいた総務省のアドバイザーの方が、全国的にもかな

り知見が広くて、地域おこし協力隊のことならこの人が一番よく知っているのではないかという

ぐらいの方で、この方が全国規模で、全国の地域おこし協力隊のそういった支援事業をこれまで

もやってきておられる方になります。１つの会社でその事業をやっているのですけれども、この

方に中心になって来ていただいて、今回は特にこのアドバイザー事業で受けたアドバイスの中で、

一番課題が多いと感じたのが、周防大島町地家室園地拠点施設に勤める地域おこし協力隊の事業
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のやり方について、かなり課題が多いという話で、今回は、その方には特に募集支援についてや

っていただこうとは思っておりますが、交渉の中で、ほかの事業についてもアドバイスしていき

ますということでしたので、ほかの地域おこし協力隊の募集についても御助言をいただきながら

やっていきたいと思っております。 

 それから、事業の詳しい内容、それから活動支援の内容、詳しい業務内容については、今から

打合せに入りますけれども、できれば周防大島町地家室園地拠点施設の地域おこし協力隊だけで

はなくて、全ての地域おこし協力隊、それからそこを管轄する職員を含め支援と研修、そういっ

た初任者研修等の支援をしていただけるように交渉していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  中原教育次長。 

○教育次長（中原 藤雄君）  来年度の小学生分の購入台数でございますが、予備も含めまして約

３５０台を見込んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午後２時18分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時32分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑を続けます。ほかに質疑はありませんか。小田議員。 

○議員（１２番 小田 貞利君）  体調不良で早退しました久保議員から頼まれましたので、先ほ

どの吉村議員の質問に対する町長の答弁の確認をさせてください。 

 久保議員のところに、何名もの地元の方が、場所についてとか地域の住民の反対の声が来てい

るということで、今日病気を押して来たのですが、昼までで帰ってしまいましたので確認させて

ください。 

 先ほどの町長の答弁では、観光振興ビジョンの策定委員会を立ち上げ、専門家の意見を聞き、

地元の了解を得て、議会の承認を取って、６月ぐらいには諮りたいということでよろしいですか。

それが取れなかったら、これはいろいろなことを考えて変えていくということなのかどうなのか

を、もう１回確認させてください。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  小田議員そして久保議員からということですが、この観光交流センター

の件について、先ほどもお話をさせていただいたところでございます。 

 この観光振興ビジョンの策定、これを先ほど私は、令和８年度に出来上がるというようなニュ
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アンスでお話をしてしまったのですが、これは令和８年度に着手をして、令和９年度には策定を

完了すると見込んでいるところでございますが、この観光振興ビジョンの策定を軸に、そして場

所や機能についても、この観光振興ビジョンの策定の委員会において観光の専門の方、町民代表

の皆様、そういった皆様から専門的な意見をいただきながら進めてまいりたいと考えております。 

 その専門家の皆様の御意見を聞いたうえで、その内容を令和８年６月の第２回定例会を目指し

て議会の皆様に報告できるように進めてまいりたいと考えております。その際に、先ほども申し

ました土地の取得も含めてでありますけれども、設計業務、地質調査、土地の取得も含めて予算

の執行については、議会の皆様と協議をしながら進めさせていただくということ、先ほどお話を

させていただいたとおりでございます。 

 何とぞ御理解をよろしくお願いいたします。（「地元の承認、町民の」と呼ぶ者あり）そうで

すね。もちろん地元の皆様のお声も伺いながら、そしてまた町民の代表であります議会の皆様の

御意見を伺いながら、しっかりと決めていくということで進めてまいりたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  小田議員。 

○議員（１２番 小田 貞利君）  １５０ページの竜崎温泉管理運営経費の工事請負費に５,１５１万

３,０００円が上がっています。この詳しい内訳と、よく指定管理施設で小さい経費の部分は指

定管理者が行い、１１０万円を超えた大きいものについては町が行うということで聞いておりま

すが、それは竜崎温泉に限らず、道の駅サザンセトとうわであったり片添──であったり、なか

なかスムーズに動いていないようなことが感じられます。その辺を踏まえて、今どのような対応

を考えているか。１１０万円に達するまでは指定管理者が、１１０万円を超えたものは町がやる

ということが、しっかり課の中で認識されているかどうかも含めて答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（荒川 政義君）  松村産業建設環境部長。 

○産業建設環境部長（松村  浩君）  竜崎温泉管理運営経費の中を詳しくということで、一番大

きいのが工事費、それが熱源配管等の配管の設備を変更するということが主な工事の内容です。 

 １１０万円に達するまでは指定管理者がやって、１１０万円を超えたら町がやるということで

す。また、工事や修繕にすごい時間がかかるということですが、何分、できたのが平成の一桁台

にできた建物ばかりで、既に４０年近い時がたっておりますので、もうそろそろ大規模な改修工

事が必要であると考えておりますので、その際に、現在かなり複雑な設備になっているのですが、

この辺をできる限りシンプルにして、時間がかからない修繕の方法等を取っていきたいと思いま

す。 

 以上です。 
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○議長（荒川 政義君）  小田議員。 

○議員（１２番 小田 貞利君）  指定管理業務はもう永遠の課題になってきておりますし、負担

も大変多くて問題も多いと思いますが、今度、行政・病院事業改革特別委員会でも当然話が出る

と思いますし、以前の行政・病院事業改革特別委員会でも指定管理施設については早急に対応を

考えていかなければならないという答えを出していますので、早急に町長に決断をしていただい

て、経費のかからないような形で持続可能な指定管理施設を運営していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 以上で、一般会計予算の質疑を終結します。 

 お諮りいたします。議案第１号令和８年度周防大島町一般会計予算の質疑が終結しましたので、

議案第１号をお手元に配付しました議案付託表のとおり各常任委員会に付託することにしたいと

思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、議案第１号をお手元に配付しました議案

付託表のとおり各常任委員会に付託することに決定しました。 

 なお、討論・採決は会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第２号 

日程第３．議案第３号 

日程第４．議案第４号 

日程第５．議案第５号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２、議案第２号令和８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計

予算から、日程第５、議案第５号令和８年度周防大島町渡船事業特別会計予算までの４議案を一

括上程し、これを議題といたします。 

 補足説明を求めます。中村健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中村 晴彦君）  それでは、議案第２号から第４号の補足説明をいたします。 

 議案第２号令和８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。 

 特別会計の予算書４ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５億３,６６３万１,０００円

と定めるものでございます。 
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 第２条の歳出予算の流用では、保険給付費の同一款内での流用ができることを定めております。 

 それでは、事項別明細書により、歳入歳出予算の主なものにつきまして説明をさせていただき

ます。 

 まず、歳入でございます。 

 事項別明細書の２１ページをお願いいたします。 

 １款国民健康保険税は、３億２,２５７万円を計上しております。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 ２款使用料及び手数料は省略いたします。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金１目制度改正補助金は、１４２万７,０００円を計上しており

ます。 

 ４款県支出金１項県補助金１目保険給付費等交付金は、１９億５,８２８万２,０００円を計上

しております。 

 ５款財産収入は省略いたします。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金は、２億９２９万円を計上しております。こ

のうち、保険基盤安定事業繰入金は、低所得者に対する保険税軽減相当額を基準として一般会計

から繰入を行うものでございますが、１節保険税軽減分は県が４分の３、町が４分の１を負担し

て７,２９６万６,０００円、２節保険者支援分は国が２分の１、県と町が各４分の１を負担し

３,８７９万３,０００円を計上しております。３節未就学児均等割保険税繰入金は、保険税軽減

分に対する繰入で５４人分の６４万円、５節産前産後保険税繰入金は、保険税減免分に対する繰

入で３,０００円、６節財政安定化支援事業繰入金は、地方財政措置により国保財政が受ける影

響を勘案して算出した額の繰入で３,７６７万円、７節その他一般会計繰入金は、県の福祉医療

助成事業において県と町がそれぞれ２分の１を負担する国保負担軽減対策分を県の試算に基づき

１,１２５万６,０００円を計上しております。 

 ２項基金繰入金は４,０３８万５,０００円を計上しております。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 ７款繰越金及び８款諸収入は省略いたします。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、職員人件費及び事務経費として４,７７９万

８,０００円を計上しております。 

 ２６ページをお願いいたします。 
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 ２目連合会負担金は、山口県国保連合会に啓発活動等にかかる負担金として２５万２,０００円

を計上しております。 

 ２項徴税費１目賦課徴収費は、国民健康保険税の賦課徴収にかかる事務経費を計上しておりま

す。 

 ２７ページの３項運営協議会費は省略いたします。 

 ２款保険給付費１項療養諸費は、療養給付費、２８ページの療養費、審査支払手数料合わせて

１６億７５０万２,０００円、対前年比３.６％の減となっております。 

 ２項高額療養費は、高額療養費、高額介護合算療養費合わせて２億８,２７０万円を計上し、

対前年度比１.９％の減となっております。 

 ３項移送費については省略いたします。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 ４項出産育児諸費は６人分、５項葬祭諸費は５２人分を計上しております。 

 ６項傷病手当諸費は省略いたします。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は県の算定に基づき、１項医療給付費分、３０ページの２項後

期高齢者支援金等分、３項介護納付金分、４項子ども・子育て支援納付金、合わせて５億

１,３４３万６,０００円を県に納付するものでございます。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 ４款保健事業費１項特定健康診査等事業費は、特定健康診査、特定健康保健指導に要する経費

として２,７７６万７,０００を計上しております。 

 ２項保健事業費は、保健師資格のある会計年度任用職員の人件費と医療費通知及び健診等結果

説明会業務、人間ドック補助金に要する経費で１,１９９万円を計上しております。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 ５款基金積立金は省略いたします。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 ６款諸支出金１項償還金及び還付加算金は、７５６万２,０００円を計上しております。 

 ２項他会計繰出金１目病院事業特別会計繰出金は、病院事業特別会計に対する特別調整交付金

の繰出金として１,８１９万４,０００円、７款予備費は５００万円を計上しております。 

 以上が、議案第２号令和８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算についての概要でご

ざいます。 

 次に、議案第３号令和８年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして、補足

説明をいたします。 

 予算書の７ページをお願いいたします。 
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 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を５億４,９２３万１,０００円と定めるものでござ

います。 

 次に、事項別明細書の４６ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。 

 １款１項後期高齢者医療保険料は３億６,９１８万４,０００円を計上し、対前年度比８.７％

の増となっております。 

 ２款使用料及び手数料は省略いたします。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金は、県広域連合の試算等により３,０２５万

９,０００円を計上し、２目保険基盤安定繰入金は１億４,９１８万３,０００円を計上しており

ます。 

 ４款繰越金は省略いたします。 

 ４７ページをお願いいたします。 

 ５款諸収入は６０万３,０００円を計上しております。 

 ４８ページをお願いいたします。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、職員人件費及び一般経費として１,３５５万

４,０００円を計上し、対前年度比６％の減となっております。 

 ４９ページをお願いいたします。 

 ２項徴収費は１５２万３,０００円を計上しております。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金は５億３,３５５万２,０００円を計上し、対前年度比

９.２％の増となっております。 

 ３款諸支出金１項償還金及び還付加算金は６０万２,０００円を計上しております。 

 以上が、議案第３号令和８年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算についての概要で

ございます。 

 次に、議案第４号令和８年度周防大島町介護保険事業特別会計予算につきまして、補足説明を

行います。 

 予算書の１０ページをお願いいたします。 

 第１条で、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１億３,８８８万

７,０００円と定め、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

６２６万８,０００円と定めるものでございます。 

 第２条の歳出予算の流用では、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合に

同一款内で流用できることを定めるものでございます。 
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 それでは、保険事業勘定から御説明いたします。 

 事項別明細書６１ページの歳入から御説明いたします。 

 １款の保険料は４億２３万８,０００を計上しております。現年度分の特別徴収保険料は収納

率１００％、現年度分の普通徴収保険料は収納率９２％の見込みでございます。 

 なお、被保険者数においては、特別徴収が６,７８０人、普通徴収が３７９人、合計で

７,１５９人を見込んでおります。 

 ２款の使用料及び手数料は省略いたします。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金は、給付費にかかる国の法定負担分とし

て５億１,２０１万９,０００円を計上しております。 

 ２項国庫補助金１目調整交付金は３億１,３５１万円を計上しております。この調整交付金は、

高齢化による給付費増など、市町村の努力では解消できない第１号被保険者の介護保険料の格差

を是正するものであります。 

 ２目地域支援事業交付金では、介護予防・日常生活支援総合事業分と包括的支援事業・任意事

業分を合わせて３,１００万７,０００円を計上しております。 

 ６２ページをお願いいたします。 

 ４款１項支払基金交付金１目介護給付費交付金は７億９,１１０万円、２目地域支援事業交付

金は介護予防・日常生活支援総合事業分として１,５４９万円を計上しております。 

 ５款県支出金１項県負担金１目介護給付費負担金は、県の法定負担分として４億４,０２２万

９,０００円を計上しております。 

 ２項県補助金１目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活総合事業分と包括的支援事業・

任意事業分を合わせて１,５５０万３,０００円を計上しております。 

 ６３ページをお願いいたします。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金１目介護給付費繰入金は、町の法定負担分として３億６,６２５万

円を計上しております。 

 ２目地域支援事業繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業分と包括的支援事業・任意事業

分を合わせて１,５５０万３,０００円を計上しております。 

 ３目低所得者保険料軽減対策繰入金は、低所得者の第１号被保険者の介護保険料を軽減するた

め、第１段階から第３段階までの保険料を消費税による公費を投入して軽減する制度で、一般会

計から繰出す３,４２２万９,０００円を計上しております。 

 ４目保健事業・介護予防一体的実施繰入金は、保健事業・介護予防一体的実施事業に対する山

口県後期高齢者医療広域連合からの委託料を一般会計から繰出す２９８万５,０００円を計上し

ております。 
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 ５目その他一般会計繰入金は、職員給与費、介護認定審査会等の事務経費でございます。 

 ２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金は９,５５９万３,０００円を計上しております。 

 ６４ページをお願いいたします。 

 ３項１目介護サービス事業勘定繰入金は、介護サービス事業勘定からの繰入でございます。 

 ７款繰越金、８款諸収入は省略いたします。 

 ９款財産収入は、介護給付費準備基金利子の計上でございます。 

 次に、歳出を御説明いたします。 

 ６６ページをお願いいたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、職員人件費（介護保険）と介護保険一般経費と

して４,５９１万８,０００円を計上しております。 

 ６７ページをお願いいたします。 

 ２項徴収費１目賦課徴収費は保険料の徴収事務経費でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費は、介護認定等にかかる経費として３,５６２万５,０００円を計上

しております。 

 ６８ページをお願いいたします。 

 ２款保険給付費全体では、対前年度２,０００万円の減で２９億３,０００万円となっておりま

す。 

 １項サービス諸費は、要介護認定者と要支援認定者に対する給付で、２７億５,２３１万

３,０００円を計上しております。 

 ６９ページをお願いいたします。 

 ２項その他諸費１目審査支払手数料は国保連合会への手数料でございます。 

 ３項高額介護サービス等費は７,７６９万円を計上しております。 

 ７０ページをお願いいたします。 

 ４項高額医療合算介護サービス等費は１,０００万円を計上しております。 

 ５項特定入所者介護サービス等費は、施設に入所している低所得者の方に食費、居住費を補填

するもので、８,６７９万７,０００円を計上しております。 

 ７１ページをお願いいたします。 

 ３款基金積立金、介護給付費準備基金の利子の積立でございます。 

 ４款地域支援事業費１項１目介護予防・生活支援サービス事業費は４,８１７万５,０００円を

計上しております。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費は、介護予防・生活支援サービス事業のケアプランを作

成する際の経費として７６４万９,０００円を計上しております。 
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 ７２ページをお願いいたします。 

 ２項一般介護予防事業費は、第１号被保険者の全ての方を対象とし、地域の実情に即した効果

的・効率的な介護予防を推進する事業の経費でございます。 

 ７３ページをお願いいたします。 

 ３項包括的支援事業・任意事業費１目包括的支援事業費は、地域包括支援センターの従来から

の業務である総合相談、権利擁護、包括的継続的ケアマネジメントに要する経費でございます。 

 ７４ページをお願いいたします。 

 ２目任意事業費は、在宅介護の精神的、経済的な負担軽減を図るための家族介護支援、成年後

見制度の利用支援、認知症サポーター養成事業等に要する経費でございます。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 ３目地域包括支援センター運営事業費は、地域包括支援センターの運営に要する経費として、

保健師等の職員人件費等５,４０８万５,０００円を計上しております。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 ４目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費は、多職種協働により地域包括ケアシステム

の構築を目指す地域ケア会議推進事業の経費でございます。 

 ５目在宅医療・介護連携推進事業費は、在宅医療推進事業及び地域医療・介護連携推進事業の

経費でございます。 

 ６目生活支援体制整備事業は、高齢者のニーズを把握し地域、職域、行政等で構成する協議体

において生活課題を検討し、支え合いの体制づくりを行うための経費でございます。 

 ７目認知症総合支援事業費は、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができる

よう、認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員を設置する経費でございます。 

 ７７ページをお願いいたします。 

 ４項その他諸費は、国保連合会への総合事業にかかる審査支払手数料等の経費でございます。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 ５款１項１目保健事業・介護予防一体的実施事業は、山口県後期高齢者医療広域連合からの委

託を受けて、高齢者保健事業を国民健康保険保健事業及び介護予防の取組と一体的に実施するた

めの経費でございます。 

 次に、介護サービス事業勘定の御説明をいたします。 

 事項別明細書８２ページの歳入から御説明いたします。 

 １款サービス収入１項介護給付費収入１目介護予防サービス計画費収入は、ケアプランの作成

料として６２４万３,０００円を計上しております。 

 ２款繰越金は、繰越金が生じた際に対応できるよう計上しております。 
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 ３款諸収入１項１目雑入は、住宅改修理由書の作成料でございます。 

 次に、８３ページの歳出を御説明いたします。 

 １款サービス事業費１項１目介護予防支援事業費は、地域包括支援センターが指定介護予防支

援事業所としてケアプランを作成する事業等に要する経費６２６万８,０００円を計上しており

ます。 

 以上が、議案第４号令和８年度周防大島町介護保険事業特別会計予算についての概要でござい

ます。 

 以上で、議案第２号から第４号までの補足説明を終わります。 

 何とぞ慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  松村産業建設環境部長。 

○産業建設環境部長（松村  浩君）  議案第５号令和８年度周防大島町渡船事業特別会計予算に

ついて、補足説明をいたします。 

 特別会計予算書の１４ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億２９万８,０００円と定

めております。 

 それでは、事項別明細書９５ページをお願いいたします。 

 歳入から説明させていただきます。 

 １款使用料及び手数料１項使用料は、前島航路９１万９,０００円、情島航路１４４万

５,０００円、浮島航路９７７万４,０００円と見込み、合わせて１,２１３万８,０００円の計上

でございます。 

 ２項手数料は、手荷物・小荷物等の運搬手数料でありますが、３航路を合わせまして１９０万

７,０００円を計上しております。 

 ９６ページをお願いします。 

 ２款国庫支出金は、３航路への国庫補助金として２,１５０万４,０００円を計上しております。 

 ３款県支出金は、こちらも３航路への県の補助金として４,１９１万６,０００円の計上でござ

います。 

 ４款繰入金は、一般会計からの繰入金２,２７７万６,０００円を計上し、財源調整を行ってお

ります。 

 ５款諸収入は、各航路の会計年度任用職員に関する雇用保険料の個人負担分等の計上でござい

ます。 

 ９８ページをお願いいたします。 

 歳出を説明させていただきます。 
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 １款事業費１項事務費１目総務費の職員人件費（渡船事業）は、一般職１名分の計上でござい

ます。 

 総務一般経費は、３航路運営のための事務経費の計上でございます。 

 ９９ページ、２項事業費１目前島航路運航費、１００ページの２目情島航路運航費、

１０２ページの３目浮島航路運航費につきましては、各航路の運行に必要な経費の計上でありま

すが、主なものは職員人件費、会計年度任用職員の報酬及び船舶の燃料費や修繕費となっており

ます。３航路合わせまして９,４４５万１,０００円の事業費となっております。 

 １０３ページをお願いします。 

 ２款公債費では、町債の元金償還経費３０８万４,０００円と利子支払経費１７６万３,０００円

の計上でございます。 

 １０４ページの３款予備費につきましては１００万円の計上でございます。 

 １０５ページからは給与費明細書であり、１１３ページは地方債に関する調書となっておりま

す。 

 以上が、議案第５号令和８年度周防大島町渡船事業特別会計予算の概要でございます。 

 何とぞ慎重なる御審議のうえ、御議決賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わります。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第３号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第４号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 お諮りします。議案第２号令和８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算から、議案第

５号令和８年度周防大島町渡船事業特別会計予算までの質疑が終結しましたので、議案第２号か

ら議案第５号までの４議案をお手元に配付しました議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託
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することにしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、議案第２号から議案第５号までの４議案

をお手元に配付しました議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

 なお、討論・採決は会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第６号 

○議長（荒川 政義君）  日程第６、議案第６号令和８年度周防大島町下水道事業特別会計予算を

議題とします。 

 補足説明を求めます。藤本下水道部長。 

○下水道部長（藤本 倫夫君）  それでは、議案第６号令和８年度周防大島町下水道事業特別会計

予算について、補足説明を申し上げます。 

 下水道事業の予算書の３ページをお願いいたします。 

 第１条は、総則でございます。 

 第２条は、業務の予定量について定めております。 

 処理区域内人口６,４４０人、年間処理水量を４９万６,４００立方メートル、１日平均処理水

量を１,３６０立方メートル、年間有収水量を４８万６,４７０立方メートルと予定し、主要な建

設改良事業を久賀・大島処理区、東和片添処理区の未普及対策事業及び安下庄浄化センター・東

和片添浄化センター等の施設更新事業にかかる特定環境保全公共下水道建設改良事業として

１５億３,８１２万１,０００円、日良居・和田・戸田等の各浄化センターの施設更新事業等にか

かる農業集落排水処理施設建設改良事業として６,１０５万円、浮島処理区の施設更新事業にか

かる漁業集落排水処理施設建設改良事業として５,５５５万円としております。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額について定めるもので、収入につきましては、第１款

下水道事業収益を１２億５,４７７万円とし、内訳といたしまして、第１項営業収益１億

１,２７７万３,０００円、第２項営業外収益１１億４,１９９万７,０００円、支出につきまして

は、第１款下水道事業費用を１１億１,２４７万円、内訳といたしまして、第１項営業費用９億

７,８１２万１,０００円、第２項営業外費用１億３,３０４万９,０００円、第３項予備費

１３０万円としております。 

 ４ページの第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるものです。 

 収入につきましては、第１款資本的収入を１７億７,８８９万９,０００円とし、内訳といたし

まして、第１項企業債１４億４,１７０万円、第２項補助金３億３,２３１万円、第３項分担金及

び負担金４８８万９,０００円、支出につきましては、第１款資本的支出２１億１,０９３万
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６,０００円とし、内訳を、第１項建設改良費１６億５,４７２万１,０００円、第２項企業債償

還金４億５,６２１万５,０００円としております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３億３,２０３万７,０００円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１億１,９７５万６,０００円、過年度分損益勘定留保

資金１億８,４４０万３,０００円、当年度分損益勘定留保資金２,７８７万８,０００円で補填す

るものでございます。 

 第５条は、企業債について定めるもので、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法を定めており、内訳といたしまして、久賀・大島処理区及び東和片添処理区の未普及対策事

業や安下庄浄化センター等の施設更新事業にかかる特定環境保全公共下水道建設改良事業１２億

３,５２０万円、施設更新事業等にかかる農業集落排水処理施設建設改良事業に４,０４０万円、

浮島浄化センター等機能保全事業にかかる漁業集落排水処理施設建設改良事業に４,４００万円、

資本費平準化債１億２,２１０万円、及び特定環境保全公共下水道過疎対策ソフト事業に

１,１３０万円の計１４億５,３００万円を限度額としております。 

 ５ページの第６条は、一時借入金の限度額を５億円と定め、第７条は、予定支出の各項の経費

の金額を流用することができる場合として、消費税及び地方消費税に不足が生じる場合、営業費

用及び営業外費用の間の流用について定めております。 

 第８条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費８,０６７万

１,０００円と定め、第９条は、他会計からの補助金として、下水道事業健全財政運営のため一

般会計からこちらの会計へ補助を受ける金額を４億１,８２０万１,０００円と定めております。 

 附属資料といたしまして、６ページ以降に予算説明書などを添付いたしております。 

 以上が、議案第６号令和８年度周防大島町下水道事業特別会計の補足説明でございます。 

 何とぞ慎重なる御審議のうえ、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 議案第６号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 お諮りいたします。議案第６号、令和８年度周防大島町下水道事業特別会計予算の質疑が終結

しましたので、議案第６号をお手元に配付しました議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託

することにしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、議案第６号をお手元に配付しました議案

付託表のとおり所管の常任委員会に付託することに決定しました。 
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 なお、討論・採決は会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第７号 

○議長（荒川 政義君）  日程第７、議案第７号令和８年度周防大島町病院事業特別会計予算を議

題とします。 

 補足説明を求めます。石原病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石原 得博君）  議案第７号令和８年度周防大島町病院事業特別会計予算の補

足説明をいたします。 

 当予算は、周防大島町病院事業第２期再編計画を基本として編成しております。 

 ５ページをご覧ください。 

 第１条は、総則でございます。 

 第２条は、業務の予定量について定めております。 

 病床数、定員につきましては、令和７年度末で廃止予定の介護老人保健施設さざなみ苑を除き、

変更はございません。 

 次に、入院患者数につきましては、２病院合計で４万７,８１７人としております。 

 ６ページをご覧ください。 

 外来患者数は、３医療機関合計で６万４,２２５人を見込んでおります。介護施設の利用者数

は、入所１万７,３３８人、通所１,７７５人を見込んでおります。 

 ７ページをご覧ください。 

 大島看護専門学校の学生数は、全学年で合計６２人を見込んでおります。 

 主要な建設改良事業につきましては、後ほど第４条の資本的収入及び支出で御説明申し上げま

す。 

 ８ページをご覧ください。 

 第３条の収益的収入及び支出について定めたもので、業務の予定量に基づき収入を合計４４億

７,４７５万５,０００円。 

 ９ページをご覧ください。 

 支出を合計４３億４,８８８万３,０００円と見込んでおります。 

 令和８年度は、第２期再編計画支援として一般会計から基準外として４億８,０００万円の追

加繰入をしていただくことで、収益的収支においては黒字予算となります。 

 １０ページをご覧ください。 

 第４条は、資本的収入及び支出について定めるもので、収入の企業債につきまして、後ほど御

説明します資本的支出の建設改良費の財源として、病院事業債及び過疎債借入れを見込み、東和
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病院は４,１８０万円、橘医院は８,８９０万円、大島病院は５,６２０万円、大島看護専門学校

は３０万円を計上しております。 

 また、固定資産売却代金につきまして、未利用医師住宅の売却による収入を、東和病院は

１,４７４万円、橘医院は２６０万４,０００円、大島病院は１,００４万８,０００円計上してお

ります。 

 支出につきましては、東和病院の建設改良費４,１９８万９,０００円は、医師住宅下水道接続

工事のほか、医療機器整備６品目を、企業債償還金１億６,８０５万３,０００円は、令和８年度

中の償還予定額を見込み、計上しております。 

 橘医院の建設改良費８,８９５万１,０００円は、歯科の移転費用及び歯科機器整備を、企業債

償還金１億２,２９０万６,０００円は、令和８年度中の償還予定額を見込み、計上しております。 

 大島病院の建設改良費５,６２８万７,０００円は、眼科診療等における医療機器整備６品目を、

企業債償還金１億８,９４８万８,０００円は、令和８年度中の償還予定額を見込み、計上してお

ります。 

 １１ページをご覧ください。 

 介護医療院やすらぎ苑の企業債償還金５,７８１万９,０００円は、令和８年度中の償還予定額

を見込み計上しています。 

 大島看護専門学校の建設改良費３０万円は厨房機器の整備を、企業債償還金は５,２４６万

８,０００円は、令和８年度中の償還予定額を見込み、計上しております。 

 １０ページへお戻りください。 

 資本的収入を合計２億１,４５９万２,０００円。 

 １１ページをご覧ください。 

 支出を合計７億７,８２６万１,０００円と見込んでおります。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する５億６,３６６万９,０００円は、１０ページの第

４条冒頭に記載しておりますとおり、消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,６３７万

９,０００円、損益勘定留保資金５億４,７２９万円で補填するものとします。 

 第５条は、債務負担行為について定めるもので、大島病院給食業務委託について、期間を令和

６年度から令和８年度までとし、限度額を１億４,４５１万５,０００円と定めております。 

 第６条は、企業債について定めるもので、借入限度額を１億８,７２０万円と定めております。 

 第７条は、一時借入金の限度額を１０億円と定めております。 

 １２ページをご覧ください。 

 第８条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費を定めるもので、給与費計

２６億８,７１９万４,０００円、交際費計１２万３,０００円を計上しております。 
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 第９条は、他会計からの補助金について定めるもので、第３条でも述べました一般会計から基

準外として４億８,０００万円の追加繰入を含む合計１４億５,８２０万１,０００円の繰入を予

定しております。 

 １３ページをご覧ください。 

 第１０条は、薬品や診療材料費等のたな卸資産購入限度額を定めております。業務の予定量に

基づき５億１７９万１,０００円と見込み、定めております。 

 第１１条は、重要な資産の取得及び処分について定めるもので、取得する資産として機械４品

目と構築物１品目、処分する資産として機械４品目をあげております。 

 附属資料といたしまして、１４ページ以降に予算に関する説明書を添付してございます。 

 以上が、議案第７号令和８年度周防大島町病院事業特別会計予算の内容でございます。 

 何とぞ慎重なる御審議のうえ、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 議案第７号、質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  １点だけ、大きなくくりでいいのですが、支出削減の効果という

のか、人件費を含めて、どういう予算をどれぐらい削減してこの予算になったのか。そこの部分

を、大きいくくりで結構なので、個々の予算品目ではなくて大きなくくりで、種別で結構なので

御答弁をお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  木村病院事業局総務部長。 

○病院事業局総務部長（木村 稔典君）  田中議員の御質問にお答えします。 

 今回、第２期再編計画の改定ということで、介護老人保健施設さざなみ苑の事業廃止の前倒し

をしております。そのため、令和８年度、特に必要人員について、一般職を異動することによっ

て会計年度任用職員を削減することができました。それに伴いまして、こちらは当初予算比にな

りますけれども、人件費・給与費が１億８,７１８万円削減できたというところでございます。 

 また、研究、研修が必要な部分に投資するということで、研究、研修の部分について見直しを

行い、約５５０万円の削減と、大きいのは委託料です。こちらも介護老人保健施設さざなみ苑の

事業廃止の前倒しということの影響もありますけれども、それ以外の見直し等もありまして約

４,５００万円の削減といったことを、今回この予算に盛り込んでいる状況でございます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  今後、どういった面で削減ができる──残されたというか、今、

御説明があったことに加えてになるのか。今おっしゃった人件費とかの削減が継続するのかどう

かも含めて、これ以外でどういう取り組みができるとお考えなのか、その辺も御説明をお願いし

ます。 
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○議長（荒川 政義君）  木村病院事業局総務部長。 

○病院事業局総務部長（木村 稔典君）  なかなかこれ以上の費用削減というところは、実際とし

て難しい部分はあるかと思います。物価高騰等もございますので、できるだけぎりぎりの予算編

成をした状況になっております。 

 まずは、第一義的には、この予算で見込んでおります業務量を達成すること。それ以上になれ

ば、今、給与の改定等ができない状況になっておりますけれども、収入を増やすことによって、

そちらにできるだけ着手していきたいと思っております。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 お諮りします。議案第７号令和８年度周防大島町病院事業特別会計予算の質疑が終結しました

ので、議案第７号をお手元に配付しました議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託すること

にしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、議案第７号をお手元に配付しました議案

付託表のとおり所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

 なお、討論・採決は会期中の最終日の本会議といたします。 

 暫時休憩します。 

午後３時32分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時42分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第８号 

日程第９．議案第９号 

日程第１０．議案第１０号 

日程第１１．議案第１１号 

日程第１２．議案第１２号 

日程第１３．議案第１３号 

○議長（荒川 政義君）  日程第８、議案第８号令和７年度周防大島町一般会計補正予算（第

７号）から、日程第１３、議案第１３号令和７年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第

３号）までの６議案を一括上程し、これを議題とします。 
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 議案に対する質疑は、３月３日の本会議で終了しておりますので、これから討論、採決に入り

ます。 

 議案第８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 議案第８号令和７年度周防大島町一般会計補正予算（第７号）について、原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 議案第９号令和７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 議案第１０号令和７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）について、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 議案第１１号令和７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 議案第１２号令和７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）について、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 議案第１３号令和７年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第３号）について、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第１４号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１４、議案第１４号周防大島町高等学校等通学支援費給付基金条

例の制定についてを議題とします。 

 ３月３日の本会議において、総務文教常任委員会に付託しました付託案件について、総務文教

常任委員会委員長から委員会審査報告書が提出されておりますので、審査の経過並びに結果の報

告を求めます。栄本総務文教常任委員会委員長。 

○総務文教常任委員会委員長（栄本 忠嗣君）  総務文教常任委員会を代表しまして、本委員会に

おける審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 

 本委員会は、３月３日委員会を開催し、付託された案件の審査を行いました。 

 審査にあたりましては、執行部に説明を求め質疑を行い、十分なる審査の結果、議案第１４号

周防大島町高等学校等通学支援費給付基金条例の制定について、お手元に配付しております委員

会審査報告書のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 それでは、審査の過程における発言等のうち、主なものを申し上げます。 

 委員より、通学支援費給付金の予算の算定人数と対象者の要件はどのようになるのかとの質問

に対し、予算の根拠については、周防大島中学校、大島中学校の両中学校に過去３年間の進学先

を調査したところ、町内から通学が可能と見込まれる岩国市から周南市までの高校に通っている

生徒が約１２０名で、５万円を上限額としているため６００万円を計上している。対象者の要件

については、原則、生徒・保護者とも周防大島町に住所を有することを条件としている。購入し

た定期券を実績として提出してもらい、それを基に給付することと考えているとの答弁でした。 
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 委員から、定期券はどの区間でも該当になるのか。回数券では該当にならないのかとの質問に

対し、通学に必要な定期券を購入されていれば該当となる。回数券については、現在給付してい

る周防大島高校では申請の対象としていないとの答弁でした。 

 また、委員から、給付金支給額は３割または上限５万円となっているが、どちらが優先される

のかとの質問に対して、上限が５万円のため、３割のほうが金額が低い場合は３割が適用となる

との答弁でした。 

 質疑終了後、この条例の制定に対する反対、賛成、いずれの討論もなく、採決に際しては委員

全員が可決すべきものとの結果でありました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託された案件の審査の内容につきまして、総務文教常任委員

会の報告を終わります。 

○議長（荒川 政義君）  総務文教常任委員会委員長の報告が終わりましたので、これから質疑に

入ります。 

 総務文教常任委員会委員長に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 総務文教常任委員会委員長、お疲れさまでした。 

 これより討論・採決に入ります。議案第１４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 議案第１４号周防大島町高等学校等通学支援費給付基金条例の制定について、委員長報告は、

可決とすべきものです。 

 委員長報告のとおり決することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

○議長（荒川 政義君）  以上で、本日の日程は全部議了いたしました。 

 本日は、これにて散会をいたします。 

 次の会議は、３月１７日火曜日、午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（岡原 伸二君）  御起立願います。一同、礼。 

午後３時50分散会 

────────────────────────────── 


